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〔開議 午前 ９時５８分〕 

議長（中垣克朗議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号によりとり進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において１０

番、大川真清議員、１１番、濵中佳芳子議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第４５号「市長の給与等に関する条例の特例を定める条

例等の一部改正について」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提案理

由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 本定例会に追加提出させていただきました議案第４５号「市長

の給与等に関する条例の特例を定める条例等の一部改正について」につきまして

は、尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業に伴う改築及び補強工事における設計

図書の不備の見落としに対する、管理監督上の責任として、私を初め、副市長、

教育長の給料の減額を行うものであります。 

 市民の皆様を初め、議員の皆様には、深くおわび申し上げるとともに、今後の

職務執行に当たりましては、市民の皆様の信頼回復に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 それでは、議案第４５号についてご説明いたします。 

 議案第４５号「市長の給与等に関する条例の特例を定める条例等の一部改正に

ついて」につきましては、市長としての管理監督上の責任を明らかにするため、

平成２３年１０月１日から３カ月間、市長の給与等に関する条例の特例を定める

条例第２条に定める額から当該額に、さらに１００分の１０を乗じて得た額を減

じた額とするものであります。 
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 副市長につきましては、市長を補佐すべき副市長としての責任を明らかにする

ため、平成２３年１０月１日から１カ月間、市長及び副市長の給与等に関する条

例第２条第２号の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に１００分

の１０を乗じて得た額を減じた額とするものであります。 

 また、教育長につきましても、尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業に伴う改

築及び補強工事の主管課としての責任を明らかにするため、平成２３年１０月１

日から２カ月間、教育委員会教育長の給与等に関する条例第２条の規定にかかわ

らず、同条に定める額から当該額に１００分の１０を乗じた得た額を減じた額と

するものであります。 

 以上で追加議案の提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審

議いただき、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

議長（中垣克朗議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 ただいま説明のありました議案に対する質疑につきましては、この後、既に提

案説明がなされております議案と一括して行っていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、日程第３、議案第３２号「尾鷲市災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部改正について」から日程第１５、議案第４５号「市長の給与等に関する条

例の特例を定める条例等の一部改正について」までの計の１３議案を一括議題と

いたします。 

 ただいま議題の１３議案につきましては、既に提案理由の説明は終わっており

ますので、これより議案に対する質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、通告順に従い、これを許可いたします。 

 最初に、１３番、髙村泰德議員。 

１３番（髙村泰德議員） 議案第３３号、一般会計補正予算書（第２号）、２２ペー

ジ、２３ページに記載のコミュニティセンター建設事業、３６０万円に関する質

疑をいたします。 

 早田地区にコミュニティセンターを建設されることに対しまして、地区住民と

しても喜ばしいことであることから賛同するものでありますが、しかしながら、

東海地震、南海地震、東南海地震が心配され、東日本大震災で発生した大津波が

尾鷲市でも心配される現在、公共の建物が海抜の低いところに建てるということ

について、どこからも反対意見は出なかったのでしょうか。十分な論議がなされ

たのでしょうか。単なる一部の意見だけではないのか、お聞きしたいと思います。 
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 私としては、避難場所を兼ねた施設にすべきと考えますが、市長、どう考えら

れますか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 髙村議員の指摘のとおり、これから建てていく公共建築物につ

きましては、避難機能を考えていくべきであろうと思っております。ただし、公

共建築物を建てるに当たっては、どういう利用をされるのか、だれが利用するの

か、そういったことを地域の住民の方、また利用される住民の方とよく協議をし

ながら建設していく必要があるんではないかなというふうに思っております。 

 その中で、もちろん高台に建設できたら一番いいことではありますが、まず

第１番は利用される方、あるいは地域の住民の方とよく協議を行っていきたいと

思っております。 

 早田のコミュニティセンターにつきましては、交渉の経緯を市長公室長のほう

から報告をさせていただきます。 

議長（中垣克朗議員） 市長公室長。 

市長公室長（仲明君） 早田地区コミュニティセンターの建設場所につきましては、

地区住民の意見を十分お聞きし、尊重していくという視点のもと、小学校跡地、

旧漁協跡地、現公民館を候補地として検討いたしました。 

 今回、整備するコミュニティセンターは、これまでのコミュニティ活動、生涯

学習活動に加え、水産物の加工など、郷土の特産品づくりによるまちおこしの取

り組みができる施設ということにしております。新しい施設を有効に活用するに

は、ふだんから気楽に立ち寄れる施設であり、身近にまちおこしの拠点があるこ

となどが重要であり、昨年度から活動しておりますビジョン早田実行委員会や、

早田漁業協同組合通常総会で議論がされました。 

 その結果、一番望ましい建設場所は、現公民館付近に建設し、これからのまち

おこしの取り組みを活発に展開したいと集約をされました。このように、建設場

所につきましては、今後の地区の取り組みから地域住民の合意形成がなされたと

判断をしております。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 髙村議員。 

１３番（髙村泰德議員） わかりました。でもね、早田地区にはコミュニティセンタ

ーを建てられる２２０平方メートルもの土地が少ないのも理解できますわ。それ

で、市長は記者会見で総事業費６，０００万円を見込み建設するというのを地元
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紙に載っていたのでね、そういうことがあるのか、説明していただきたいのと、

後々のすべての責任を執行部がそれであれば負うということなんですね。市長は、

津波は来ないと判断しとるのですか、それをちょっとお聞きしたいんですけど、

もし津波が来るんであれば、その場はちょっとどうかなと思うんですが。 

 それで最後に、３６０万円の予算が通ってないうちから、建設費６，０００万

円の報告はいかがなものかと考えますが、その点についてお答え願います。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） ご承知のように、現在、早田地区ではさまざまな取り組みがな

されております。地区の皆さんが一丸となって早田をよくしていこうというよう

な取り組みをなされています。その地区住民の方は、もう本当にお年寄りの方ま

で、皆さんが一生懸命やっていただいておる中で、やはりまちづくりというもの

に貢献する施設をつくらなければならないということであります。それを地区の

住民の方も現公民館に、気楽に皆が寄って、いろんな議論ができ、あるいはいろ

んな料理ができ、あるいはいろんなイベントができ、そういったことを望まれて

いる。そういうことであれば、もし、よしんば高台に空き地があって、そこに建

設したとしても、じゃあ、お年寄りの方は気楽に行けるのかどうか、そういった

ことを地区の方々と十分議論して、こういう形で、皆さんと協議をさせていただ

いたところであります。 

 その他の部分については、市長公室長から回答させます。 

議長（中垣克朗議員） 市長公室長。 

市長公室長（仲明君） コミュニティセンター建設事業は、農林水産省の農村漁村活

性化プロジェクト支援事業を活用して実施する事業でございます。補助率は２分

の１ということになっています。 

 当然、事業主体は尾鷲市であり、建設後は本市の行政財産として財産管理をす

るということになります。 

議長（中垣克朗議員） 髙村議員。 

１３番（髙村泰德議員） やはりね、こういう審議は最初から決まっているようにと

られるんですよ。やはり、こういうことを注意していただかないといけないと思

います。 

 これで私の質疑を終わります。 

議長（中垣克朗議員） 三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 通告に従いまして質疑を行います。 
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 議案第３３号「平成２３年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決につい

て」、予算書２２ページ、２３ページ、２款総務費、１項総務管理費、５目企画

費、企画振興事業の中の一般コミュニティ助成事業補助金２５０万円について、

その助成事業の内容及び補助理由についてご説明ください。 

 続きまして、同じく、先ほど髙村議員のほうから質疑がありましたので、若干

ダブってはおりますが、コミュニティセンター等建設事業の設計委託料３６０万

円について、早田コミュニティセンターの建設についての設計が行われていると

のことですが、この早田地区におけるコミュニティセンター建設については、昨

年、議員有志で地区懇談会に出向いた折にも、地区役員や地元女性で組織するひ

まわりの会の皆さんからも老朽化した公民館の建てかえが要望されていましたが、

ほかの地区からの要望もある中で、今回施策決定された理由をお示しください。 

 同時に、（聴取不能）とともにどういった内容、財源等については、先ほどご

答弁されておりまして、ダブることでしょうが、それについても改めてご説明く

ださい。 

 そして、現在の公民館活動については、どのように対処されるのかご説明くだ

さい。 

 次に、予算書２４、２５ページ、同じく１項総務管理費、１２目諸費の三木里

駐在所用地取得事業８９４万７，０００円について、公有財産購入費６３０万円、

補償金２４７万５，０００円について、その内容をご説明ください。 

 公有財産購入に関する候補地所有者とは話し合いが進んでいるのですか、ある

いは内諾を得ているのですか。また、第２回定例会の補正第１号では、用地測量

委託料４４万円が計上され、その時点では、地域の安全・安心をかんがみるとと

もに、災害・防災の拠点とする計画地として活用を踏まえると説明されています。

その点は、計画どおりですか。想定される東海、東南海、南海沖地震等に対処で

きる標高を確保しているものなのでしょうか。 

 続きまして、予算書３６、３７ページ、５款農林水産事業費、５項水産業

費、２目水産振興費のおわせみなと産地協議会強化支援事業の補助金１２４

万８，０００円については、水産庁の承認をいただいた、３カ年産地水産業強化

計画で市場施設整備のための調査検討、共同施設を利活用した所得向上につなが

る取り組みの検討、員外船誘致にかかわる調査検討、アオリイカのブランド化に

向けた取り組み、魚食普及のためのイベント開催等の実施、産地水産業の強化を

図ると述べられていますが、この際、三重県、尾鷲市、おわせみなと産地協議会
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の構成メンバーとともに、これからの市のかかわり方をご説明ください。 

 また、今回の補正予算の財源は一般財源、いわゆる市費となっておりますが、

水産庁の承認によって、今後国等の補助金は見込まれるのですか、その点はどう

なっているのですか。 

 もう１点ですが、今、先ほど議案が提出されました議案第４５号「市長の給与

等に関する条例の特例を定める条例の一部改正について」につきまして、尾鷲小

学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業に伴う改築及び補強工事における設計図書の不備

の見落としに対する管理監督上の責任とされておりますが、生活文教常任委員会

では、数量調書の参考資料として、図面を基本とした入札方式から、数量調書を

基本とした数量契約方式での執行を決定するという判断誤りというふうに、みず

から執行部が説明しておりましたが、今回の市長、副市長、教育長の給料の減額

を行う中で、こういったことの責任の記載がございませんので、こういったこと

の意図についてご説明ください。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 先に、第４５号、後のほうの管理監督、私の減額についての回

答をさせていただきます。 

 見落としということは、そういった意味も含めまして、すべて含めた上での責

任というようにご理解を願いたいと思います。 

 あとの問題につきましては、それぞれ各課長から回答させます。 

議長（中垣克朗議員） 市長公室長。 

市長公室長（仲明君） まず、一般コミュニティ助成事業に関しましてご説明します。 

 この一般コミュニティ助成事業に関しましては、早田ﾄﾓﾄﾞｳ組合から申請のあ

りました地区内で開催されるイベントや地域間交流、老人の憩いの場所づくり事

業などに活用される会議用机や折り畳みいす等のコミュニティ備品の購入に対す

る補助金でございます。 

 主なものといたしましては、音響関係備品や会議用テーブル、いす、掃除機、

冷蔵庫などの電気製品で１９品目に対して補助を行うものでございます。 

 本補助金は財団法人自治総合センターが定める要綱に基づき、申請を行い、財

団の決定を得て交付するものでございます。 

 続きまして、コミュニティセンターの建設については、ハードの条件だけでは

なく、地元住民の取り組みなど、ソフト面での高まりも重要で、今回、早田地区

にあっては、建設に向けての幾つかの条件がそろいました。 
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 まず、平成２０年度から県の中山間地域等における中間支援業務のあり方検討

事業のモデル地区の認定を受け、三重大学、県、本市とともに、地区の存続に向

けた取り組みを進め、本年度からは郷土料理等の販売を計画するなど、まちおこ

しの取り組みが進んできていること。これまでの取り組みと、これからの取り組

みについて、農林水産省の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の交付対象計

画が認められたこと。さらに、平成２２年１０月に策定されました尾鷲市公共施

設耐震改修促進計画の中で、耐震化の優先順位が高いことが施策決定の理由でご

ざいます。 

 規模は、現在の公民館と同等の規模で、２２０平米を想定をしております。財

源は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金で、補助率が５０％であります。

ただし、今年度は国の財源不足により、事業目的別交付対象額に対し、一律５％

がカットされております。 

 現在の公民館活動等につきましては、地区内の遊休施設で対応するということ

で合意をしております。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 魚まち推進課長。 

魚まち推進課長（大倉良繁君） 私からは、尾鷲港産地協議会強化支援事業について

ご説明いたします。 

 尾鷲港産地協議会は、現在尾鷲漁業協同組合より４名、漁業者代表が３名、尾

鷲海産物商業協同組合が３名、尾鷲水産加工組合より３名、三重漁連牟婁事業所

より１名、尾鷲物産株式会社より１名、そして尾鷲市１名による１６名に加えま

して、オブザーバーとして三重県尾鷲農林水産商工環境事務所漁政課水産室、ま

た顧問として尾鷲市長が参画して、本協議会が構成されております。 

 会長は、尾鷲漁業協同組合代表理事組合長が務めておりまして、尾鷲市魚まち

推進課が事務局を担当しております。 

 これからの本市のかかわり方といたしましては、協議会事務局として、会務及

び協議会事業を円滑に推進するため、協議会会員と一層の連携を図るとともに、

本協議会において活発な議論がされ、地域漁業の課題克服等に向けたよりよい取

り組みを漁業者、水産関連事業者、行政が一体となって推進するよう、努めてま

いります。 

 国等の補助金等の見込みにつきましては、尾鷲港産地協議会が実施します産地

水産業強化支援事業に対しまして、水産庁の水産業強化対策推進交付金が、直接
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協議会に交付されます。そういったことから、本市からは総事業費から交付金を

差し引いた額を尾鷲港産地協議会強化支援事業補助金として支援していこうとす

るものでございます。 

 以上でございます。 

議長（中垣克朗議員） 市民サービス課長。 

市民サービス課長（南進君） 三鬼和昭議員の質疑の中で、公有財産購入費６３０万

円、及び補償費２４７万５，０００円の内訳についての質疑でありますが、１７

節公有財産購入費６３０万円の内訳につきましては、不動産鑑定による土地単価

を購入予定面積約１００坪に適用し、計算したものであります。 

 ２２節補償、補填及び賠償金、補償金として２４７万５，０００円の内訳は、

購入しようとする敷地内の立木補償費であります。この補償額の算定につきまし

ては、公共事業に係る損失補償算定基準書の規定を適用しております。 

 続きまして、第２回定例会の補正予算（第１号）での用地測量委託料４４０万

円が計上され、その時点で地域の安全・安心についての災害の拠点とする計画地

として活用を踏まえることの説明であります。その計画は、計画どおりですかと

いうことにつきましてのご質疑でございますが、三木里駐在所は、築３７年を経

過しており、三、四年前から三重県警において老朽化に伴う建てかえ、移設が検

討され、地元地区からも新築、存続についての要望が市に提出されております。

県警とも協議を重ねてまいりました。このことから、地元地区及び周辺地区の治

安維持等のため、駐在所の移設、存続に向けての用地を確保することが目的であ

ります。 

 当該用地につきましては、県警と協議を重ねた結果、駐在所のみ移転すること

になりました。今後の、地権者との話し合いですけど、今回の補正予算が議決さ

れ次第、地権者との交渉に入っていきたいと考えております。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 市長が議案第４５号から先にご答弁されましたので、これか

ら、私も再度質問させていただきますが、今回の議案提出の筆記の仕方だと思う

んですけど、この判断誤りをきちっとすれば、入札を延期するとか、入札をもう

一度見直すということがあれば、今回の問題は一切起こらなかったことですので、

非常に我々やっぱり議会側としては、執行部側の仕事の中においては、ここが確

かにチェックミスということも大きな問題ですけど、なぜ入札をこのように急い
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だのかという、こういったことをきちっと見直さずに急いだのかということに議

会のチェック機能として我々執行権の中まで入り切れない部分として、再度こう

いったことがあってはならないので、強い指摘をさせていただいておる部分の一

つだと思いますので、その辺の責任のことは明確にされるべきだと私は思います。 

 それから、一般コミュニティ助成事業補助金２５０万円ですけど、ここ一、二

年、行政側の備品とか、そういった形にも、今回同じく教育委員会のところにも

こういった補助金がありまして、財源を補てんするような形で、こういった補助

事業が使われておるような気がしないでもないんですね。今回、九鬼地区の地域

が求めておるものを購入するということで、これは好ましい補助金の使い方だと

思うんですけど、市民の皆さん、こういった補助金について、少し、ちょっと知

らない地区とか、知らない団体とかがあると、やっぱり区であるとか、婦人会で

あるとか、自治会であるとか、あるイベントとか、いろいろまちおこしの団体と

か、もっとこういった補助事業の申請とか、そういったものの扱いについての説

明会等々もやられるほうが、これまであった中で、なぜこういうことかというと、

非常にあちこち懇談会で出ていきますと、自分たちでまちのことを一生懸命やる

から、いろんな部品をそろえてほしいという、最近、積極的な住民の方の願いと

いうのがありますので、その辺をご検討いただきたいなと思います。その辺につ

いて、今後どう考えていくかご答弁ねがいたいと思います。 

 早田地区につきましては、１点は、私、杉田市政の折に、周辺部というか、出

張所管内においては複合的なコミュニティセンターがという質問をしたところ、

梶賀のハラソという形で施設整備されて、あの中には公民活動等もやっておりま

すし、地区のこともやっておりますと。早田においても、そういった形になろう

かといって、先ほど髙村議員の質疑しておった中で、非常に地区住民の要望とか、

活動しやすい場所ということがありましたので、私もこれからの公共施設につき

ましては、想定、いや、想定外も考えた、大津波等に関するところから、公共施

設はそういったところでなけりゃだめなのではないかという考えがございます。

これは、市長ともども仙台であるとか、南三陸町に視察させていただいたところ

も、地形的にリアス海岸でよく似ておりまして、そういった形からすると、津波

が１０メートルどころか、１６メートル、２０メートルという形の津波ですから、

建物にすれば、４階以上、５階ぐらいなけりゃあ、浜のほうには建物を建てても

避難場所にはならないということがあります。 

 また、それと、台風１２号によりまして土砂災害というか、山からも津波が来
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るという、我々の険しい地区はあって、早田におきましても、ちょうどまちとシ

シ垣ができておるところが、かつて土砂的に崩れたところがありますので、地区

によっては、津波対策を重点的にやる、地区によっては土砂災害を重点的にやる

という考え方と、防災対策、いろんなソフト面を考えれば、今回地区住民が要望

する場所でもいいのではないかなと思いますが、やはり複合的、公民館等も含め

まして、限界集落がふえつつあるという中で、やっぱり一つのモデル地区という

のかね、いろんな地場産業の水産なんかも兼ねた、そういった拠点として、そう

いったことをしなくちゃいけないと思いますが、いま一度、全体的な、早田の全

体的な市長のこういった優先的にコミュニティするという説明を、もう少し今、

取り組んでおるのみならず、水産とか、あとまちの生き残りというかね、活性化

という位置づけをもう少し、明確さがないのかどうか、その点、お願いしたいと

思います。 

 それから、尾鷲港産地協議会強化支援事業ですけど、おおよそわかりますし、

今、一般質問でも予定しておりますので、私の考え的なものはあれですけど、今

回の中に、まちづくりにおいて、今、道の駅等々が国道沿いの道の駅のところが

考えられておるんですけど、尾鷲の特色としては、海の近くというか、そういっ

た中で市長は常々、尾鷲市場近くに、今回も魚食の普及ということが書いてあり

ますけど、そういった意味の、例えば、魚を活用した食堂というか、そういった

形のものというのは、こういった産地協議会の中でも協議されていくのか。事業

主体が市ではありませんけど、市も事務局として入っている中で、そういったト

ータル的に、この国の３年間計画の中で、そういった形のものをされていくのか

どうか、この１点だけお願いします。 

 それから最後に、順番は逆になりましたが、答弁が逆でしたのであれですけど、

駐在所につきまして、県のほうも県警というのか、ご理解されておるのでしたら、

何とも言えませんが、津波とか、防災とか、災害のことを考えれば、現在の設置

されておるところも、今回この候補地として上がっておるところも、むしろ八十

川沿いでして、津波の今回の実績からすると、河川のところは非常に被害が大き

かったという意味合いからすると、そういった意味的にはどうかなという気がし

ないでもないんですが、その辺は、県との確認というのは、これでいいのかどう

か。その辺だけ確認させていただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） まず、尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業に伴う改築及び補



－５６－ 

強工事につきましての、この問題点につきましては、すべて職員とともに協議し

て、問題点、改善点、そういったものを真剣に協議して改善をしていきたい。そ

の基本となるものは、三鬼議員が言われましたように、やはり原点に戻る、本来

入札条件であった図面を基本とするというような、何といっても、やはり原点に

戻るということが必要でありますので、そういった考えのもとで、これから防止

対策、修正案を考えていきたいなというふうに思っているところですので、ご理

解を願いたいと思います。 

 それから、早田のコミュニティにつきましては、やはり私は常々言わせていた

だいておりますが、これからのいろんな活動を行っていく、あるいは、例えば商

品開発でも何でもそうでありますが、取り組んでいただく地区が、そのイベント

とか、そういった商品開発とか、そういったものに取り組んでいただくことによ

って、地域が元気になっていくということが一番大事な話でありますので、その

ような形での活動が今、早田でなされております。今回も、おわせ元気・満足度

アップ事業等の取り組みがなされます。そういった住民の方の活動を本当に真剣

に支援をさせていただきたいなというふうに思っているところでありますので、

コミュニティにつきましても、やはり地域の方の望まれる場所が１番ではないか

なというふうに思っております。 

 それから、産地協議会での魚の食堂とか、そういった取り組みですが、産地協

議会で食堂とか、そういったものの取り組みも議論されるというふうに聞いてお

ります。私としても、ぜひ支援させていただきたいなというふうに思っていると

ころであります。その他につきましては、各課長で答えてもらいます。 

議長（中垣克朗議員） 市長公室長。 

市長公室長（仲明君） コミュニティ助成事業につきましては、地域のコミュニティ

活動の充実強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄

与することを目的として、財団法人自治総合センターが、市町村が認めるコミュ

ニティ組織もしくは市町村に交付するものでございます。 

 今回の、一般コミュニティ助成事業に関しましては、尾鷲市広報の平成２２

年１０月号でも地域のコミュニティ団体等への周知を行うとともに、関係各課へ

の呼びかけを行いました。議員の提案の説明会をやられるほうがよいのではない

かということにつきましては、十分今後検討していきたいと思っております。 

議長（中垣克朗議員） 市民サービス課長。 

市民サービス課長（南進君） 先ほどの三木里駐在所の県警との確認の場所、設置確



－５７－ 

認なんですけど、これにつきましては、確かに東日本大震災の津波等を見た中で、

今設置しようとする場所においては、大体６メートルの高さというようなところ

で考えております。それも県警とも二、三回、設置場所等も見ていただいて、や

っぱり住民の利便性が一番必要じゃないかということの意味もありまして、それ

は県警との確認でも了承いただいております。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 質問事項につきましては、ほぼご答弁いただきましたので、

あれですけど、しつこいですが、コミュニティ助成事業につきましては、先ほど

の説明会等々も含めまして、こういった補助を受けた団体とか、そういった事業

を紹介するということも大事ではないかなと思うんです。積極的に、こういった

補助事業を利用されて、尾鷲市の活性に民活力というか、それをやっぱり生かし

てもらうという意味では、民間の方が頑張っておる姿を広報でもそうですし、全

体的にそれをまとめたのをホームページで紹介するとか、やっぱり建設的なこと

を取り組みをしていかないと、あれもだめだ、これもだめだ、私的とかという話

よりも、みんなでまちづくりをするとか、行政が足らない部分を民間の方にやっ

ていただくということにつながるには、やっぱり積極的なそういった情報もそう

ですし、アピールというのが大事なんじゃないかなと思いますけど、その点につ

いてはどうお考えなのかということを最後にお聞きしまして、質疑を終わりたい

と思います。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 早田の皆さんの頑張っている様子、あるいは事業の様子とか、

そういったものにつきましては、これから市民の皆様にも、ぜひ知っていただき

たいと思いますので、どんな方法がいいのか、これから検討して皆さんにお知ら

せをさせていただきたいというふうに思っております。 

議長（中垣克朗議員） 次に、２番、内山鉄芳議員。 

２番（内山鉄芳議員） それでは、通告に従いまして質疑を行いたいと思います。 

 私は、３点ほどお聞きしますんで、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 まず、第１点目といたしまして、議案第３３号「平成２３年度尾鷲市一般会計

補正予算（第２号）の議決について」のうち、歳入、２０款市債、１項市債、８

目総務費、１節防犯灯整備事業債５００万円の減額についてお尋ねいたしたいと

思います。 
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 この事業は、本年第２回定例会に提出の一般会計補正予算（第１号）において、

防犯灯整備事業として２，３６８万８，０００円が計上され、津波浸水域の避難

誘導の目的として制御バッテリー式ＬＥＤ防犯灯１００基の設置という計画でし

たが、なぜ今回、５００万円の減額になったのか、お聞きしたいと思います。 

 ２点目、２２ページから２３ページ、議案第３３号「平成２３年度尾鷲市一般

会計補正予算（第２号）の議決について」のうち、歳出、２款総務費、１項総務

管 理 費 、 ３ 目 財 産 管 理 費 、 基 金 積 立 金 、 ２ ５ 節 積 立 金 ３ 億 ３ ， ０ ６ １

万７，０００円についてお尋ねいたします。 

 今回の補正予算で基金積立金として３億３，０６１万７，０００円が計上され

ており、その主なものとして、財政調整基金に２億６，４７９万３，０００円、

減債基金に３，０００万円、活性化対策基金に３，００８万円が積み立てられて

います。 

 そこでお聞きしますが、基金の残高についてお尋ねしたいと思います。 

 財政調整基金については、当初予算で２億２，３４４万円が、また第１号補正

予算では３，０６８万７，０００円が取り崩されておりますが、今回の２

億６，４７９万３，０００円を積み立てた後の財政調整基金の残高はどれだけか。

また、基金総額はどれだけかお尋ねいたしたいと思います。 

 ３点目として、議案第３３号「平成２３年度尾鷲市一般会計補正予算（第２

号）の議決について」のうち、歳出、７款土木費、６項住宅費、１目住宅管理

費、１９節負担金補助及び交付金の木造住宅耐震補強補助金８００万円、木造住

宅耐震補強設計補助金３２万円についてお尋ねいたしたいと思います。 

 この事業は、今後発生が予測される東海、東南海、南海地震に対して、市民が

安全に安心して生活するため、木造住宅の耐震補強を行う際に、その費用の一部

を補助するなど、地震防災対策の充実を図ることを目的に、平成１６年度から施

行されていますが、今年度の当初予算で計上した２４９万円と、今回の補正予

算８００万円を合わせてどれだけの件数になるのか。また、補強工事に対しての

補助制度、率に対してお聞きしたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 財政課長。 

財政課長（川口拓也君） それではまず、防犯灯に係る起債の減額についてご説明を

させていただきます。 

 防犯灯整備事業債５００万円の減額につきましては、今回、県の地域減災力強

化推進補助金として、総事業費２，３６８万８，０００円のうち、補助基準
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額１，０００万円の２分の１、５００万円が採択をされたことにより、市債を減

額するものであります。 

 また、財政調整基金等についてご説明をさせていただきます。財政調整基金の

残高につきましては、今回の２億６，４７９万３，０００円を積み立てます

と１２億７，２２８万３，０００円となります。 

 また、減債基金やその他特定目的基金を合わせた基金全体の残高は２１

億１，６２３万５，０００円となっております。 

議長（中垣克朗議員） 建設課長。 

建設課長（上田敏博君） 内山議員より質疑のありました住宅耐震の件数及び補助制

度の変更点でありますが、まず実施件数につきましては、当初予定していまし

た３件に５件を追加いたしまして、８件とします。 

 次に、補助制度の変更点についてであります。 

 一つ目といたしまして、県からの補助金が現在１件当たり３０万円ですが、さ

らに３０万円が増額され、６０万円となります。 

 また、二つ目といたしまして、耐震補強工事と合わせてリフォーム工事を行っ

た場合に、リフォーム工事に対しまして１件当たり２０万円が補助されます。こ

の拡充策によりまして県の補助金が１件当たり最大５０万円の増額となります。

標準的な補助額としましては、８０万円から１３０万円に増額となります。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 内山議員。 

２番（内山鉄芳議員） それでは、防犯灯についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

 この事業に対しては、地域減災強化推進補助金の対象で１，０００万円につ

き２分の１の補助をいただいたということで、当市にとっては大変ありがたいこ

とじゃないかなと私は思っております。 

 前回、私、この件について、６月定例会で質問させていただいたんですけども、

そのときには、この配分と設置場所について自治会の会長、防災会の会長、それ

から区長さんと話し合って、設置場所、配分についてお決めになるということを

聞かせていただいております。ちょうど、私の質問をしてからちょうど３カ月た

ちましたんですけども、その後、どのようになったんかなと、私は思いますので、

配置が終わったんじゃないかなと思いますので、その件についてお聞きしたいと

思います。 

 それと、財政については、かなりの金額が積み立てられたんだなというのはよ
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くわかりましたんですけども、基金については、財政調整基金の推移を見まして

も、平成２０年度で８億１，８００万円、平成２１年度で７億９，１００万円、

平成２２年度で１０億６，１００万円が基金になっておりますが、平成２３年度

で２億６，４７９万３，０００円を積み立てて、今回の補正で１２億７，２２８

万３，０００円の基金残高となっているとの説明でしたんですが、私は基金とい

うのは、一般家庭における、これは一つの貯金じゃないのかなと、大体自分とこ

ろの財源の目安になるんじゃないかなというつもりでおりますんですけども、尾

鷲市においてやはりこの財源、これは大体幾らぐらいが妥当じゃないかというこ

とをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 それと、木造住宅についてなんですけども、今回、当初で３件ですか、それで

今回で５件、なお、合計８件の補助枠が追加されたということなんですけども、

この制度が、課長、平成１８年から制度化されたということなんですけども、今

までに、昨年度まででよろしいですから、何件の申し込みがあったのかお聞かせ

願いたいと思います。 

 また、この補助金についてなんですけども、あくまでも今まで３０万円やった

のが、今回３０万円追加されて、これ、県なんですけども、６０万円になったと。

それと、リフォームで２０万円が追加されたと。これは、リフォームされる方な

んですけど、２０万円追加されたということなんですね。そうすると、これが二

つ合わすと５０万円になるんですけども、私は気になるのは、今までが補助率が

大体８０万円が、今回５０万円追加されて１３０万円になるんですけども、これ、

県の補助率はわかりましたんですけども、国と市の補助率はどないなってますか、

お聞かせ願いたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 市民サービス課長。 

市民サービス課長（南進君） 制御バッテリー式ＬＥＤの設置計画につきまして、市

民課が所管でございますので、説明させていただきます。 

 去る７月２０日から２９日の平日に、各町の自治会、自主防災会及び各区長さ

んを初め、皆様にお集まりいただき、津波浸水域における高台への避難路の目印

として制御バッテリー式ＬＥＤ防犯灯の設置箇所について具体的に地図上に示し

まして、皆様のご意見を聞きながら、慎重に協議・検討いたしました結果、設置

箇所につきましては、須賀利地区４基、九鬼・早田地区、九鬼町については５基、

早田町は２基の７基であります。また、北輪内地区におきましては、三木里町４

基、名柄町２基、三木浦町５基の１１基であります。 
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 南輪内地区につきましては、賀田町５基、古江町５基、曽根町３基、梶賀町５

基の計１８基であります。 

 旧尾鷲市内６０基で、合計１００基を設置いたします。 

 以上でございます。 

議長（中垣克朗議員） 財政課長。 

財政課長（川口拓也君） 本市にどの程度の財政調整基金が必要であるかというお尋

ねでございますが、一般的には予算規模の１０％、あるいは標準財政規模

の１０％から１５％というふうに言われております。 

 本市に置きかえますと、約１０億円ということになります。しかし、今回の台

風１２号も想定を超える被害を近隣市町にもたらしました。災害発生時に対応す

る経費、防災対策など、緊急に実施する必要が生じた大規模な土木、その他の建

設事業などを考慮いたしますと、財政担当といたしましては、現在の１２億円程

度は維持をしたいというふうに考えております。 

議長（中垣克朗議員） 建設課長。 

建設課長（上田敏博君） 耐震補強のこれまでの実績といたしましては、平成１６年

度から平成２２年度までの７年間で６件実施しています。 

 本年度につきましては、昨年度からの繰り越しといたしまして２件、本年度分

といたしまして１件、合わせて３件を実施しております。さらに５件の希望があ

ります。 

 また、国、市の補助額についてでございますけども、国の補助額につきまして

は、定額じゃなくて、工事費の１１．５％が補助されます。これまでの実績を見

てみますと、平均で約２０万円ほどになっております。 

 市の補助額としましては、定額で１件当たり３０万円を補助しております。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 内山議員。 

２番（内山鉄芳議員） ３回目ということで、簡単にお聞きしたいと思います。 

 ＬＥＤの防犯灯についてなんですけども、これ、尾鷲市には大体２，１００の

防犯灯があるということを聞いておりますんですけども、その中で、前回のとき

には、浸水域に１，０００基を５年計画の中でＬＥＤに変えていきたいんやとい

うような説明をいただいたんですけども、今回の場合は、これ、制御バッテリー

式というんやけど、これはやっぱりあくまでも災害のあったときに、停電時にお

ける防犯灯と理解してよろしいんでしょう、これはね。 
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 それで、１００基の配分については、よくわかりました。それでも、前回も質

問させていただいとるんですけども、もしもこれ、１００基では、少し私足らな

いように思うんですよ、あくまでも。もしも、これ各自治会とか、自治防災会、

各区長さんから要望があったら、どのようにするんかなと、私は思うんですけど

も、まあ、配分はされたということはわかりますんですけど、そういうことがあ

ったら、どのような配分、また追加ということを考えているのか、またお聞きし

たいと思います。 

 それと、木造住宅の件なんですけども、課長、１６年から昨年まで６件ですか。

ことしは、希望者を合わせてちょうど８件ですね、ちょうどクリアされとるんじ

ゃないんかなと思うんですけども、今回、やはり東日本大震災が起こったでしょ

う、それを教訓にして、市民の方々とか、またこの補助率がよくなったというこ

とで、多くの方が申し込んでくるんじゃないかなと、私は思いますんですけども、

そういうことがあったときには、どのように対処するんかもお聞きしたいと思い

ます。 

 それと、基金についてなんですけども、私、けさちょっと調べたんですけども、

今年度の定例会における一般会計なんですけども、これ、今回の補正で５

億３０６万８，０００円を追加して、歳入歳出予算総額が９４億８，４５５

億４，０００万円になっております。課長の説明によるというと、予算額の大

体１０％から１５％がということだったんですけども、尾鷲市の財政規模という

んですか、この基金を見せていただいても、財政調整基金で１２億７，２２８

万３，０００円、基金総額で２１億１，６２３万５，０００円と、これ１０年間

見ても基金総額が、これが一番、これに基金総額があるんですけども、一番多く

なったなと思いますんですけども、市長にちょっとお聞きしたいんですが、今後

の市政運営については、先ほど課長の説明がありましたように、この防災対策事

業や地域活性化事業の施策について十分な予算措置を私はしていただきたいと思

いますんですけども､市長、このことに何かコメントありましたら、よろしくお

願いいたしたいと思います。これで質疑を終わります。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 議員ご指摘の地域活性化対策、それから防災対策は、本市の重

要課題であります。当初予算では、おわせ元気・満足度アップ事業として魅力あ

る魚のまちづくりの推進をさせていただくような予算を見ていただきました。 

 それから、防災対策としましては、東日本を教訓にしまして、第１号補正では
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先ほど説明させていただいておりますような、停電時対応型バッテリー式ＬＥＤ

防犯灯整備、それから今回の第２号補正では、市内各所の避難路整備など、合わ

せて１億円ぐらいの短期の防災対策事業を予算計上しております。決して、基金、

ためるだけでという気は毛頭ありません。しかし、近隣市町の財政調整基金と比

べても、決して多いわけではありません。こういった中で、先ほど財政課長が申

しましたように、１２億円ぐらいはキープしながら、活性化対策、あるいは防犯

対策、ほかの尾鷲市の課題に対応をしていきたいなというふうに思っております

し、また、現在策定中であります第６次総合計画に基づく新しい地域活性化対策

とか、中・長期の防災対策も、これから必要になってきます。そういったものに

ついても、できるだけ積極的に推進していきたいと思っているところであります。 

議長（中垣克朗議員） 市民サービス課長。 

市民サービス課長（南進君） 先ほどの内山議員の、これまでのＬＥＤの設置配分が

少ないのではないかということなんですけど、今後なんですけど、前回、平

成２３年第１回補正では、１００基の制御バッテリー式ＬＥＤ防犯灯を設置する

旨の予算をいただき、各地区と協議の上、１００基の箇所が決定することができ

ました。 

 今後、入札を行った上で、予算に余裕がある可能性もあり、加えて設置が必要

な箇所があるかについては、今後地区と協議の上、見きわめていきたいと考えて

おります。 

 以上であります。 

議長（中垣克朗議員） 建設課長。 

建設課長（上田敏博君） 耐震補強の今後の要望についてでありますけども、三重県

におきましても、今後の対応に積極的な考えを持っておると聞いております。本

市におきましても、可能な限り、市民の皆様の要望にこたえてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 次に、１２番、三鬼孝之議員。 

１２番（三鬼孝之議員） 質疑を通告いたしておりますので、議案第４３号「工事請

負契約変更について（尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業に伴う改築及び補強

工事）」でございます。 

 議案第４３号につきましては、これまでも所管の常任委員会なり、全協なり、

過去４回程度かな、いろいろと事前審査をしてきたところでございますけれども、
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そういうことで、この定例会、改めて提案が出されましたので、質疑をいたした

いと思います。 

 これまでの審議の中で、シーラカンス社の設計は、新棟と耐震校舎の図面や、

数量調書きいずれにもミスがあり、市もそれらのチェックを見落としたというこ

と、そういう事実が判明したところでございます。 

 市の執行部も、シーラカンス社も、設計ミスを全面的に認めて、双方、議会、

委員会なり全協を開くたびに謝罪をしているわけでございますけれども、今回の

耐震整備事業に伴う改築及び補強工事につきましては、平成２２年度の補正予算

ですか、第７号で事業が計上されております。 

 そこで、この事業、その７号の内容を見ますと、学校耐震整備事業が７

億７，５３８万２，０００円、これはもろもろの経費を含めてね。それで、これ

の財源内訳でございますけれども、国庫支出金、補助金が２億３，０００万円、

パーセントにして３０％、起債が４億９，４５０万円で６４％、それから一般財

源が５０８万８，０００円で６％というような比率になっておりますけれども、

今回の設計ミスによる追加金額と追加工事費の４，６００万８，２５０円の財源

の内訳がどんなようになっとるんですか。国庫支出金の補助金残の融資というの

が１００％あるとかないとかというようなお話がありますけれども、その件も含

めて、まずお答えをいただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 財政課長。 

財政課長（川口拓也君） 今回の変更金額につきましては、当初予算の平成２２年度

から２３年度に繰り越しをしております、その事業費の中で対応したいというふ

うに考えております。 

 また、今回の変更金額４，６０５万８，２５０円の財源内訳につきましては、

国の安全・安心な学校づくり交付金で１，７１４万２，５６１円、過疎対策事業

債で２，８９０万円を充当し、一般財源が１万５，６８９円と見込んでおります。 

 なお、過疎対策事業債につきましては、元利償還金の７０％が交付税措置され、

残り３０％、約８６７万円が後年度負担になるというふうに考えております。 

 今回の補助残については、補助残の全額が起債対象になるというふうに考えて

おります。 

議長（中垣克朗議員） 三鬼孝之議員。 

１２番（三鬼孝之議員） それで、何回も言いますけど、常任委員会と全協でいろい

ろ議論された中で、市長は政治責任をとる形で、今回、市長、副市長、教育長の
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給与の減額という追加議案を提出されたわけであります。 

 また一方、シーラカンス社の責任問題について、これまでも市長は、市が設計

ミスをチェックできなかったことでシーラカンス社に瑕疵責任は問えないという

ことで、そういうことで責任を求めない意向を議会に示しております。しかし、

シーラカンス社は、各議員のいろんな質問に対して責任を認めて、市の処分方針

に従うというような、社長が謝罪をいたしているところでございます。 

 こうした状況の中から、このやりとりについては、地元紙２社で克明に報道さ

れておりますから、それらを読んでいる市民の中から、やっぱり市長の政治姿勢、

そういうことで、責任を問えないということで、市長の政治姿勢に少なからず不

満を持っている市民があると思うんですね。それで、工事の入札の内容は違いま

すけれども、過去に、市のクリーンセンター、あれは１６年から始まったんかな、

クリーンセンターの発注工事に伴って、プラントメーカーが公正取引委員会によ

る談合問題がありまして、調査されて、その後、強制調査によって公正取引委員

会が検事総長に告発をした結果、大阪地検がメーカー１１社に起訴を申し渡して

おります。 

 こういうことで、議会でも、その当時いろいろと議論がありまして、結果的に

はプラントメーカー、業者は株式会社クボタと言いますけれども、損害賠償金の

請求を１０％行って、工事費の１０％の２億２，６２７万５，０００円が市に入

金されたわけでございますけれども、それの議論と並行して、当時、議会で、全

協なんかで談合行為は悪質やということで、そういう強い批判の中で、メーカー

に対して社会貢献の要請がいろいろありました。最終的には、金額の多寡、そう

いう高い、少ないの問題はいろいろ物議を醸しましたけれども、結果的には地域

貢献協力金というような格好の中で、５００万円の金額が尾鷲市に支払われたと

ころでございます。今回の設計ミスについては、それとは事情は異なりますけれ

ども、市長は、再度シーラカンス社に対して何らかの貢献の要請ができないのか

という思いが私ありますので、その辺のところ、お答えいただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） クボタの件の詳細は、私もよくわからないんですが、ちょっと

事情が違うかなという感じはしております。 

 そういった中で、尾鷲市としましては、設計契約を結び、契約書の中で決まっ

ておることの中でいろいろ精査した結果、設計業者には責任は問えないと。しか

し、立派な尾鷲小学校、尾鷲幼稚園をつくっていただかなければなりません。そ
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ういった中で、設計業者といろんな議論をさせていただいております。例えば、

常駐の管理監督を１名であるのを２名にふやす、あるいは代表取締役みずから１

週間に一度は必ず来て、進行状況を確認する、そういった十全な設計監理業務を

やっていただかなければならないという思いの中で、いろんな議論をさせていた

だいているところであります。これからも子供たちに喜んでいただくような学校

づくりをしていただくために、設計業者とはいろいろな議論をさせていただきた

いと思っているところであります。 

議長（中垣克朗議員） 三鬼孝之議員。 

１２番（三鬼孝之議員） わかりました。当然、子供たちに使いよいような立派な校

舎をつくるということでは、こういう高額で事業を請け負うとる業者がやるべき

ことですから、そのとおりでございますけれども、今回のシーラカンス社に対す

る支払金で、耐震整備事業監理業務委託料が１，５２２万５，０００円、耐震整

備事業に伴う基本計画実施計画策定業務が２，７４８万５，８５０円、合計

で４，２７１万８５０円を契約しとるわけでございますけれども、そういうこと

で、過去にもそういう経緯がありますから、内容は違っても、やっぱり市長、あ

れですか、学校、今回は学校施設ですから、そういう面で再度シーラカンス社に

そういう話し合いを、何らかの協力をしていただくような要請をする気はないの

かどうかを再度お尋ねします。 

 市長のそういう姿勢によって、今回の議案の、やっぱり認めるか、認めないか

というような、一つの判断材料になると思いますので、その辺のところを再度お

答えいただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 尾鷲市からは、賠償責任とか、そういった賠償問題について責

任は問えないというふうに理解しておりますし、そういうような形でこれからも

やっていきたいと思っております。 

議長（中垣克朗議員） 次に、４番、田中勲議員。 

４番（田中勲議員） 質疑はほとんど今、三鬼孝之議員が言われたように、ほとんど

合致する面もあります。その前に一言、私は、この台風１２号の、きのうですね、

京都のﾌﾅﾀﾞ地区を訪れまして、トラックでごみの搬送を１日中手伝って、真っ黒

けになってきたんですけども、これは市民の皆さんも、ぜひとも１人でも多く行

っていただいて、２階の屋根まで浸かっております、ほとんどの家が。ほんだも

んでこういうことは、率先して皆さんが、もし行える方があればやっていただき



－６７－ 

たいと、これは質疑前の、えらい失礼なことでございました。お願いします。 

 それで、質疑に入らせていただきます。 

 この再発防止ということを考えるときに、やっぱりマニュアル化して、こうい

うことが今後一切起こらないようにするためにマニュアル化して、何かの取り決

めやとか、条例みたいなものをつくってしておかな、またまたこういうことが起

こらないとも限らない。していただきたい。 

 それと、一切設計会社には私は問わないと、市、ほとんど全面的というかな、

要するに責任の所在は尾鷲市にあるんだから、だからそれを差金ですね、８４％

のあとの残り、入札差金で対応させてくれという契約変更ですね。ですから、一

切問わないと、設計会社もミスがあった、尾鷲市から申し出があれば、幾らかで

も対応していく。要するに、こういうふうなマニュアルがあれば何対幾つ、ある

いはほかの自治体でも、ちょっと調べた結果、４対幾つとか、５対幾つとか、い

ろいろな自治体で決められております。こういう事態が起こった場合。 

 それで、まず第１にお聞きしたいのは、工事請負契約の請負金額の変更方法等

についての法律、２３号、４号についてご存じですか。だれかご存じでしょうか。

わかりませんか。 

議長（中垣克朗議員） 田中議員、どなたにお答えをお求めですか。 

４番（田中勲議員） 市長か、担当でも、だれでもわかりませんか。 

議長（中垣克朗議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） その条項については、ちょっと今わかりません。 

議長（中垣克朗議員） 田中議員。 

４番（田中勲議員） 不思議な状態ですね。全く、この問題が起きてからね、２カ月

なんとたつうちに、私は皆さんが協力一致して、この問題を法から何から検討さ

れたものとばっかり思うとるんですよ。わしらよりももっと研究されて、私らは

全く素人ですから、ただ、ちょいちょいとパソコンを打って調べるだけの話。と

ころが、こういう事態になって４，６００万円の費用が出てきたと、損害を与え

ると、ただ楽観的にそれを契約変更したらええんかという問題ではないと思いま

す。 

 このことをちょっと、請負金額の変更の方法等についてを言いますと、発注者

ですね、甲、乙、請負人は契約の変更について協議して定めていくと、要するに

協議していかないと、ほかにもありますが、大体が、お互いが協議しなさいよと、

だからこれは私、わからないですよ。元請、この請負人というのは、元請なのか、
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あるいはそれの下請なのか、これを聞いておるんです。いずれにしても、請負人

と発注者である尾鷲市は協議をしなさいというんですから、私はその所在はやっ

ぱり請負人、この元請だかどうか知りませんよ、この請負人と書いてあるのが、

何というんですか、元請かどうか知りませんけども、要するに協議をしなさいと、

こういうことを書いてあります。それについてわからない、あるいは返答のしよ

うがないと言われたら、何とも私も言いようがないんですけど、どうでしょう。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 済みません、田中議員、法律の名前を正しく教えていただきた

いと思います。 

議長（中垣克朗議員） 田中議員。 

４番（田中勲議員） ３回でもう終わりやということでございますもんで、ほかの質

問に移らせていただきたい、申しわけない。 

 先ほど、市長も言われましたように、設計業者は、今回こういうことがあった

から、要するに、常駐させて監督を徹底しますよと、社長も名古屋の本社から見

えまして、監督をしますと、そういう対応をさせてくれと言いました。これもね、

建設業法によりますと、ただ、ぱっと見ただけですよ、５，０００万円以上の工

事については、その請負人は明らかにその常駐の、しかも技術監督者を配置させ

なければならないとなっておる、これをしてなかったんですね、設計業者は、請

負人ですね。５，０００万円以上、下請は３，０００万円以上でしたかな、これ

をしてなかった。だから、私らは、今ミスがあるというのは、そこなんだと思い

ますよ。それでいろいろほかにも寄附を申し出たいとか、何かうわさがあります

けども、学校教育の充実のためにいろいろとしたいと。この点について、私はだ

から、無効が真摯にそういうことを除いてね、おまえが悪いんじゃないか、そう

言うんじゃありませんよ。向こうが真摯に、いや、私のほうにも非があったんで

すよと。だから、これを話があれば、私のほうでもしていきたいと。でも、あな

たは絶対に尾鷲市の瑕疵、この法律で見ましてもね、やっぱり非常に発注者のほ

うの責任を重くとってあります、非常に。その点で、しかしこれはそういうこと

があって、監督、現場を監督する立場にある人を見てなかったと、監督してなか

ったということだ、その点どう思いますか。 

議長（中垣克朗議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） 議員の質疑の最初のほうですけども、この変更契約は協議

して定めていくものではないかということがありました。この設計業者なんです
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けども、当然、今回の工事内容は、本来必要な内容・項目を学校関係者、追加工

事等を協議して、当然、市の中で協議をしてお互いに協議をして変更契約をした

というところが１点です。 

 もう１点なんですけども、先ほど５，０００万円以上の工事については常駐監

理者がいるという分ですけども、今回のこの契約の上では監理は重点監理者です。

ですので、私どもとしては、常駐監理を置く必要はないということは聞いており

ます。そういうこともありまして、業者との話し合いにおいて、こういう状態の

結果を受けて、業者としては１名の技術監理者を常駐させ、さらに必要に応じて

もう１名、２名の配置としたと。さらに、これ委員会でも取締役から報告があっ

たと思いますけども、代表取締役みずから監督ですか、行うなど、今までより一

層の品質管理の向上を図ると、そのための管理体制としております。これは業者

側、すべて設計業者の負担で行われております。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 田中議員。 

４番（田中勲議員） その辺は、私はようわかったような、わからんような、設計業

務委託２，７４８万円、それから監理業務委託費用として１，５２０万円、

計４，２７０万円を設計業者に支払うことになっております。そういう観点から

ね、当然に私は監理をさせている、この設計業務じゃなくて、監督業務費

を１，５２０万円、こういうことを考えますと、やっぱり業務の(聴取不能)が怠

っておったと言わざるを得ないです。 

 以上で終わります。 

議長（中垣克朗議員） ３回で終了予定なんですが、どなたかお答えを。いいですか。 

 それでは、以上で通告による質疑は終わりました。 

 他に質疑はございませんか。 

 １０番、大川真清議員。 

１０番（大川真清議員） 通告はしておりませんが、今回、追加議案となりました議

案第４５号「市長の給与等に関する条例の特例を定める条例等の一部改正につい

て」、少しお聞きします。 

 今回、追加議案によって減給、市長が３カ月の３０％、副市長が１カ月

の１０％、教育長が２カ月の１０％の給与減額をされるという案が出ております

が、これの目安、月数とか、減額の割合、これの目安というのはどのように考え

られたのかご説明いただきたいと思います。 
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議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 全国的に見て、いろんなところで市長等の減給が行われており

ます。そういったものを事例にしまして、決めさせていただきました。 

 ただし、私は一般論でいえば、全国的な事例を見させていただくと１カ月ぐら

いだと思います。しかし、それでは私は議会の皆さん、あるいは市民の皆さんに

示しがつかないという判断をしまして、みずから３カ月を言い渡しましたし、そ

れから主管課である教育の教育長には２カ月を私から言い渡したという次第であ

ります。 

議長（中垣克朗議員） 他に質疑はございませんか。 

 ７番、南靖久議員。 

７番（南靖久議員） 私も質問通告を出しておりませんけども、申しわけございませ

ん。 

 議案第３７号「平成２２年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について」の

うちの、この本冊の５０、５１ページの中の１６款寄附金、農林水産業寄附金の

うちで調定額が２９６万２，０００円、収入済み額１９６万２，０００円のうち、

備考欄でいくと、収入済み額の外国人漁業技術研修事業寄附金７２万円と、あわ

せて水産振興事業寄附金１２４万２，０００円が上がっており、合計が１９６

万２，０００円になるんですけども、不納欠損額として１００万円が不納欠損額

で明記されておりますけども、この内容についてを、まずお聞かせ願いたいと思

います。 

議長（中垣克朗議員） 商工観光推進課長。 

商工観光推進課長（奥村英仁君） それでは、ただいまのご質疑についてご説明させ

ていただきます。 

 まず、経過等についてからご説明させていただきます。 

 この不納欠損額に係る外国人漁業研修事業への寄附金につきましては、平

成２１年度の事業費分でございます。平成２１年度に外国人漁業研修事業という

ことで２船分、市内２業者の分が事業として行いました。その中で１社の分

が２１年度の事業に対して寄附金を支払っていただけなかったということでござ

います。それで、２１年度決算には、決算書に収入未済額として計上させていた

だきました。その後、実は経営状態が芳しくない、それと破産手続が開始された

ということもあって、裁判所からの情報を待っとったわけなんですが、その

後、２２年、昨年の７月５日に、中部地方裁判所熊野支部より破産手続開始通知
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書が届きました。その後、同年、昨年８月３１日に破産債権届出書を提出させて

いただきました。それから３回債権者集会がございましたが、２月１５日に破産

手続開始が決定されて、当市のほうには届け出た債権に対して破産手続の費用を

支弁するには不足すると認めるということで、尾鷲のいわゆる外国人漁業研修の

寄附金に対しての配当といいますか、それがございませんでした。 

 それで、裁判所からの決定でございますので、これでということで、最終的に

本年２月に不納欠損扱いとさせていただくように、１００万円、出納室のほうへ

通知をさせていただいたところです。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 南議員。 

７番（南靖久議員） 大体わかりました。要するに、外国人の方の、何名ですか、そ

れだけちょっと、簡単に。 

議長（中垣克朗議員） 商工観光推進課長。 

商工観光推進課長（奥村英仁君） ３名分です。 

議長（中垣克朗議員） 南議員。 

７番（南靖久議員） わかりました。３名分が滞ったということで、本来、２１年度

事業が不納欠損という形で、２１年度の決算上げて、今回、どうしても、いろん

な破産手続等があって、今回正式に不納欠損として上げたということなんですけ

ども、それはそれとして、従来、寄附扱いでしておったということには、もう普

通にいっとればね、それはもう寄附金扱いでよろしいんですけども、こういった

不納欠損額として上がってきますと、僕自身として果たして寄附金扱いするのが

正しいのかな、それとも、もう負担金としてあらかじめ上げておくほうが正しい

のかなという思いがいたしましたので、そういった点について財政課としてはど

ういうお考えですか、今回のこのケースについては。 

議長（中垣克朗議員） 財政課長。 

財政課長（川口拓也君） この事業につきましては、過去、かなり長い期間、事業と

してやってきております。それにつきまして、すべて寄附金という形で事業主の

ほうにご寄附いただくという形で対応してきておりました。 

 今後の対応につきましては、また改めて、うちのほうもその事業内容等を再度

担当課とも協議をさせていただきまして、検討させていただきたいというふうに

思っております。 

議長（中垣克朗議員） 商工観光推進課長。 
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商工観光推進課長（奥村英仁君） 当事業についてでありますが、あくまでも国際貢

献が第一目的の事業でありますので、事業者さんからは、基本的に２分の１しか

負担してもらえないということがあります。これについて、今現在、議員ご指摘

のことについてなんですが、例えば、分担金とかということも、そういうことで

あれば考えられるかと思うんですが、実は制度改正がありまして、当年度からい

わゆる事業実施主体が、第１次受け入れが漁協さんでもできるようになりました

ので、２３年度からは、１人当たり１０万円の補助金ということで制度が変わり

ましたので、今後、外国人漁業研修については、寄附金の受け入れとかというの

は発生しないものですから、そのことだけご報告させていただきます。 

議長（中垣克朗議員） 他に、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたしま

す。７人の方、ご苦労さまでございました。 

 反省なんですけれども、一般質問と質疑はどう違うか、一般質問は自分の意見

を述べること、質疑は数値やいろんな事実関係を問いただすこと、それを念頭に

置きまして、さらに密度の高い質疑をお願いしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております１３議案は、お手元に配付の議案付託表のとお

り、会議規則第３７条第１項の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託し

たいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） ご異議なしと認めます。よって、議題の１３議案は、それぞ

れ所管の常任委員会に付託することに決しました。 

 次に、日程第１６、陳情第２号「保育園施設の耐震整備及び防災対策について

の陳情」を議題といたします。 

 ただいま議題の陳情につきましては、朗読を省略し、お手元に配付の陳情文書

表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（中垣克朗議員） ご異議なしと認めます。よって、所管の常任委員会に付託す

ることに決しました。 

 ここで休憩いたします。再開は午後１時からにいたします。 
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〔休憩 午前１１時３６分〕 

〔再開 午後 ０時５８分〕 

議長（中垣克朗議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第１７、一般質問に入ります。 

 発言通告書が提出されておりますので、お手元に配付の一般質問表に従い、順

次これを許可することにいたします。 

 抽選の順序により、最初に、１番、北村道生議員。 

〔１番（北村道生議員）登壇〕 

１番（北村道生議員） 通告に従いまして、一般質問を行います。 

 私の質問は、生活保護制度の改革について、福祉医療助成制度について、原子

力発電所事故についての３点でございます。 

 まず、生活保護制度の改革についてであります。 

 生活保護は、働いているかどうかにかかわりなく、生活に困ったとき、国民の

だれもが憲法２５条や生活保護法などに基づいて権利として最低生活の保障を請

求できる制度であります。 

 今、東日本大震災で困窮した被災者に対して、最後のセーフティーネットとし

て生活保護制度が活用されるときでありますが、これに逆行して、生活保護制度

を改悪する議論が急ピッチに進んでおります。 

 派遣切りなど、雇用破壊によって貧困が広がり、生活保護の受給者がふえ続

け、２００万人を超えたと言われております。 

 それに伴う予算の増加を背景に、指定都市市長会が昨年１０月、生活保護制度

の改革を提案し、５月末から協議を初め、８月をめどに意見を取りまとめると言

われております。 

 そして、それに並行して厚労省は社会保障審議会生活保護基準部会を設置

し、４月から生活保護基準の検証を開始いたしました。今回の協議には、その下

敷きとなった指定都市市長会の提案があります。その提案内容は必ず厚労省の検

証内容に反映するものと考えられるわけであります。指定都市市長会の改革案は、

受給者のボランティア強制や調査権限の強化など、多々問題がありますが、中で

も大きいのは、生活保護の事実上の有期制や、医療費の一部自己負担導入であり

ます。 

 まず、有期制の問題です。改革案は、期間を設定した集中的かつ強力な就労支

援を１６歳から６５歳までの受給者に実施するとしております。 
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 そして、就労に至らない場合、３年から５年ごとに保護廃止を検討することが

同時に提案されているのであります。世論の反発を気にしてか、有期保護という

言葉は使ってはいませんが、その期間に自立しなかったら、保護を廃止するとい

うおどしを背景としたものと言わざるを得ません。限りなく有期保護に近いもの

であります。 

 今の雇用状況で、こうした人たちへの就労支援がうまくいくかは疑問でありま

す。利用者を追い詰めるだけとなるでしょう。 

 生活保護制度が事実上の有期制になったら、後には救済制度はありません。生

存権を保障した憲法２５条に違反いたします。 

 そこで、市長にお聞きいたします。 

 市長の生活保護制度の有期制導入についての見解をお聞きをいたします。 

 もう一つは、医療費の一部自己負担導入の問題であります。 

 生活保護開始理由の三、四割が病気であります。受給者全体の８割は医療扶助

を利用して治療していると言われております。治療は、命を守るとともに、自立

のために重要であります。自己負担が導入されたらどうなるか。医療費の捻出が

困難で、治療できず、症状が悪化し、自立から遠ざかる悪循環となります。 

 自己負担導入の理由として、医療費が無料だからむやみに受診するという意見

がありますが、しかし、受給者は自由に医療にかかれるわけではありません。医

療の必要性を決めるのは医師であり、受診に必要な医療券を出すかどうかを決定

するのは役所なのであります。不正があればチェックするのは役所の仕事です。

ですから、真のねらいは、生活保護予算の半分以上を占める医療扶助費の削減に

あります。 

 生活扶助費の削減を求めるのなら、一日でも早い病気の回復を目指し、就労が

できる状況を回復するためにこそ受診を促進すべきであって、医療費の一部自己

負担を導入することによって受診控えが起こり、回復がおくれ、就労に差しさわ

りが生まれるようなことになりかねません。生活保護受給者に対する医療費一部

自己負担の導入についての市長の見解をお聞きをいたします。 

 次に、福祉医療費助成制度についてお聞きをいたします。 

 私がこの福祉医療費助成制度について質問するのは、今回で４回目になります。

その間には、三重県から市町に対して福祉医療費を義務教育就学前まで助成の拡

大をすることと引きかえに、２割自己負担を導入するという提案が出されました。

その提案に対して多くの市町が反対を表明する中で、尾鷲市は賛成の意思表示を
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して問題となりましたが、その後、県議会の反対によって、知事が自己負担の導

入を撤回し、県下すべての市町で最低義務教育就学前までの福祉医療費助成制度

が実現したわけであります。 

 しかし、現在県民の福祉医療費助成制度に対する要望は強く、自治体によって

は、県の制度に市町独自の制度を上乗せして、中学校卒業までとか、小学校卒業

までとかの施策を実施している市町がふえてきているわけであります。 

 そういう状況の中で、三重県の鈴木知事が８月１７日、この日、松阪市の山中

市長との対談の中で、子ども医療費無料化の範囲を現在の小学校入学までを、遅

くとも来年９月までには小学６年生まで引き上げると明言をいたしました。 

 市長にお聞きします。尾鷲市も他の市町に倣って三重県に先駆けて福祉医療費

助成制度の適用範囲を拡大する考えは持っておられませんか。お聞きをいたしま

す。 

 続いて、医療機関での窓口負担の償還払いを現物支給に変更する問題でありま

す。 

 前回の質問のとき、担当課長から現在は２９市町すべてで償還払いがとられて

おり、現物支給への変更は難しいという答弁を聞いています。あくまでもペナル

ティーにこだわったり、医療費が増加するという思い込みにこだわって、２９市

町で申し合わせのようなことがとられているのであれば、時代おくれも甚だしい

と言わねばなりません。 

 県が制度変更にこだわっているのなら、県の態度を突き崩さなければなりませ

ん。幸いなことに、東海地方ではいまだに償還払いをとっているのは三重県だけ

になっております。また、新しく知事になられた鈴木知事は若いだけに改革に意

欲的だという評価があります。新しい改革には、積極的な態度を示すのではない

でしょうか。ですから、尾鷲市から現物支給に踏み出すことを２９市町の担当者

会議に積極的に提案し、三重県に現物支給への制度変更を求めることが必要なの

ではないでしょうか。そんな中で、新しい情勢が切り開かれるのではと考えるの

ですが、市長の考えをお聞きをいたします。 

 最後に、原子力発電所についての見解をお聞きいたします。 

 福島原発事故は、原発の危険性について深刻な問題点を万人の前に事実をもっ

て明らかにいたしました。 

 第１に、今の原発技術は、本質的には未完成で危険なものであるということで

あります。原子力炉は、莫大な放射性物質を内部に抱えているが、どんな事態が
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行っても、それを内部に閉じ込めておく絶対かつ完全な技術は存在していないこ

とが明らかになりました。冷却水がなくなると、炉心が溶け、コントロール不能

となり、大災厄をもたらすという、軽水炉の持つ構造上の本質的欠陥が証明され

ました。 

 放射性廃棄物の処理方法が全く確立していないため、全国の原発に莫大な量の

使用済み核燃料が蓄積されていることの危険も明らかとなりました。 

 第２に、こうした危険を持つものを世界有数の地震国であり、世界１、２の津

波国である日本に集中立地することは、とりわけ危険きわまりないものでありま

す。日本列島のどこにも、大地震と大津波の危険性のない安全な土地と呼べる場

所は存在しないのであります。 

 第３に、歴代政府が日本の原発では重大事故は起こらないとする安全神話にし

がみつき、繰り返しの警告をも無視して安全対策をとらなかったことが、どうい

う深刻な結果をもたらすかが明瞭となりました。 

 日本共産党は、このことを一貫して主張し続け、全国各地で地域住民と一体と

なって原発阻止の反対運動を展開し、近くでは芦浜、大白浜への原発立地を阻止

した経験を持っています。三重県鈴木知事は、原発立地に議論の余地はないとは

言っていますが、しかし、政府も中部電力も脱原発の立場をとらず原発推進の方

針を持ち続け、芦浜や大白浜への原発立地の火種は残ったままになっていると見

なければなりません。 

 そこで、市長は原発に対してどういうお考えを持っておられるのかお聞きをし

て１回目の質問を終わります。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） まず、生活保護制度の有期制導入についてであります。 

 このことは、昨年１０月に指定都市市長会が国に対して行った社会保障制度全

般のあり方を含めた生活保護制度の抜本的改革の提案の一部と理解しております。

長引く不況の中、とりわけ一昨年のリーマンショックに端を発した急激な景気の

後退により、全国では生活保護受給者数が２００万人を超える状況にあります。

本市においても、経済が低迷し、少子・高齢化が進行する中、職を失う中高年世

代の増加、生産年齢層にある扶養義務者の市外転出等、保護状態に陥る不安をう

ちに抱えた世帯は高齢者世帯ではもちろんのこと、そうでない世帯においても潜

在的に多く存在している状況であります。 
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 こういった中、相談件数は年々増加の傾向にあるものの、被保護者数は、平

成２０年度以降２１０名前後で推移しております。 

 今後も引き続き、稼働年齢層に対し、ハローワーク等、関係機関との連携を密

にし、自立に向けた適切な就労支援を行い、増加傾向を少しでも抑制できればと

考えております。 

 生活保護制度は国の制度であり、厚生労働省において社会保障審議会生活保護

基準部会を設置し、協議が重ねられているところですので、この協議の動向を見

きわめていきたいと思っております。 

 次に、生活保護受給者に対する医療費の一部自己負担導入についてであります。 

 本市の被保護世帯において高齢者・障害者世帯が増加している傾向が見ら

れ、１６歳から６５歳までの働くことができる人のいる世帯、いわゆる稼働世帯

は年々減少しています。世帯人員の年齢構成においても、６５歳以上が多くなり、

高齢者世帯が占める割合が６０％前後となっております。また、保護開始理由に

ついても、傷病によることが６５％前後で推移しており、働くことのできない人

に対する最低生活の保障という面での理由が高くなってきているのが現状であり

ます。 

 こういった中、被保護者の受診に当たっては、その人それぞれの傷病の状況を

きちんと把握し、利用券を発行しておりますが、高齢化が進む中、医療扶助費の

占める割合についても、生活保護費全体の約６０％と、年々増加の傾向にありま

す。今後も引き続き、初期受診を促し、重症化を防ぎ、少しでも早く健康を回復

することによって医療費を抑制していきたいと考えております。一部自己負担の

導入については、医療制度と生活保護制度が複雑に絡み合っており、現在厚生労

働省において検討が重ねられているところですので、その動向を見きわめていき

たいと思っております。 

 次に、福祉医療費助成につきましては、現在、障害者医療費ひとり親家庭等医

療費、乳幼児医療費の助成制度を実施しているところですが、本市における乳幼

児医療費の助成について、従前から４歳未満の乳幼児を対象に行ってきましたが、

平成１８年９月より入院のみ義務教育就学前児童までに、さらに平成２０年９月

より通院についても入院と同様に義務教育就学前児童まで対象を拡大するなど、

県制度に沿って取り組んでまいりました。 

 議員ご指摘のとおり、三重県下でも市町独自の制度として対象年齢を拡大する

など、上乗せ助成を実施している市町も多く、従前より県制度として対象年齢の
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拡大を望む声も多くあります。 

 このような状況から、現在、県においては来年度中に乳幼児医療費助成の対象

年齢を入院・通院とも、小学校修了まで拡大する方針で、全市町での実施に向け

調整を行っている段階と聞いております。本市としましても、乳幼児医療費助成

については、次世代育成支援の子育て支援策全体の中で検討を行っているところ

であります。議員ご質問の実施時期については、来年度の県制度拡充時期に合わ

せ、本市としても前向きに対応したいと考えております。 

 次に、医療費窓口負担の無料化、いわゆる現物給付への変更についてでありま

す。 

 福祉医療費の現物給付化につきましても、乳幼児医療費助成の対象拡大と同様

に、三重県及び各市町で構成する福祉医療費制度改革検討会で協議中の案件であ

ります。 

 福祉医療費制度は、受益と負担の公平性の確保、制度持続の可能性すべての市

町で実施可能な制度内容とすることの３点を基本的な考えとして検討しており、

その中で幾つかの課題も整理しなければなりません。例えば、受診者の利便性が

高まる一方で、受診がふえることによる医療費の増に伴う助成費の増加や、国庫

負担金等の減額措置などによる国民健康保険や被用者保険の医療保険財政への影

響、また新たな制度へ移行する際の大幅なシステム変更、市町の財政的負担の増

大といった課題を解消しなければなりません。 

 このような中で、現在福祉医療費制度改革検討会において、現物給付より対象

者拡大が大切なのではないかとの課題をまず検討をしているところであります。 

 我が国は石油などのエネルギー資源に乏しく、これまで電力供給の約３割を原

子力発電に依存してきました。このことは、エネルギーの安定供給や地球温暖化

対策の面から選択されてきたものだと思っております。 

 日本全体における原子力発電のあり方は、エネルギー政策の根幹にかかわる問

題であり、国民全体の生命、日常生活の安定、環境問題など、国の責任において

判断すべきであると考えております。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） ありがとうございました。 

 もう少し生活保護制度についてお聞きをしたいと思います。 

 厚労省は、最低賃金や年金よりも生活保護費用のほうが高いということを強調

して、生活保護基準の見直しを求めているようであります。 
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 しかし、それは本末転倒であって、低収入の原因である低過ぎる最低賃金の年

金の引き上げこそすべきであって、生活保護制度の改革は本来貧困をなくす政策

の大きな柱として位置づけるべきだというふうに私は考えております。 

 それはさておき、そこでお聞きをしますが、尾鷲市では、現在生活保護受給世

帯はどれだけになっておりますか。世帯数で結構です。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 現在の生活保護受給世帯数は、８月３１日現在

で１７４世帯であります。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） この１７４世帯の受給者、傾向としては、これからふえる傾

向にあるというふうに思いますが、その１７４世帯の中で、現在就労を勧めてい

る受給者はどれぐらいおりますか。就労を勧めている、なかったらなしで結構で

すけど。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） １７４世帯のうち、勧めている世帯は現在１０世帯あ

ります。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） ９世帯だそうですが、１７４世帯のうち９世帯というと、そ

う多い世帯数ではないというふうに思います。この９世帯、就労を勧められて、

就労をするような状況にありますか、どうですか、そこらあたりは。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 現在、ちょっと進んでいる状況なんですが、この１０

世帯のうち、１世帯、非常に可能性があるふうに進んでおります。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） １世帯でもあれば、生活保護から抜け出て就労して、頑張っ

てもらえればいいわけですから、まあ結構なことだというふうに思いますが、そ

ういう状況のときに、先ほど私が主張しております保護制度に有期制が導入され

たら、ある一定期間しか生活保護制度を適用しないということになるわけですか

ら、どうしても、就労を強力に勧めるという方針が、そういう勧奨が強まるよう

な気がしてならないわけですが、もしそういう就労勧奨が強く行われるような状

況が出てくるということになると、生活保護受給者いじめが進んでくるんではな

いかというふうに考えるわけであります。そのことが一番私は心配をされる中身
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だろうというふうに思います。 

 それでは、医療券について、ちょっとお聞きしたいと思いますが、現

在、１７４世帯の受給者の中で、医療券を発行している世帯数はどれぐらいでご

ざいますか。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 今、議員さんのご質問は世帯ということなんですが、

申しわけありません、ちょっと世帯では把握してないんですが、医療券を発行し

ている受給者は約２００名です。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） １７４世帯の中で２００名の医療券を発行しているというこ

とですが、この２００名というのは、発行数はふえる傾向にありますか、減る傾

向にありますか。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 本年の４月から８月までと、昨年の同時期を比較しま

すと、ふえておりまして、９０件ほど増加しております。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） 生活保護受給者にとっては、医療費の無料は命綱だと言わな

きゃならんと思います。そこに一部自己負担が導入されれば、当然受診控えが起

きることは火を見るより明らかであります。ふえる傾向にあるわけですから、本

来、一日でも早く病気の回復を目指して、健康を回復し、就労を果たす、生活保

護から抜け出ることが大切なわけですから、医療費の一部自己負担の導入はその

ことに逆行するというふうに言わねばなりません。したがって、有期制の導入や

医療費一部自己負担の導入が行われるということは、大変なことになるというふ

うに考えられます。 

 市長の先ほどの答弁では、国の審議の状況を見ながらというふうに答弁をされ

ましたが、もう少し積極的に、市長として国に対して反対の意見書を提出するよ

う要望いたしますが、いかがですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 現在の生活保護制度の中で、まず第一は就労支援をしていく、

就労支援をしていくということがまず一つでありまして、もう一つは、早期受診

を勧めて、早く健康になっていただく、この二つを柱に現在の生活保護の行政を

進めていきたいなというふうに思っているところであります。 
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 議員のおっしゃられた有期制の導入や医療費の一部自己負担導入に反対する声

明の意見書を国へ提出しなさいということでありますが、現在、厚生労働省にお

いて協議が重ねられているところでありますので、この協議の動向を見きわめて

いきたいとしか、今のところ答えようがないと思っておるところであります。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） よくわかりました。国の審議の状況を見ながら、意見書を提

出しなきゃならんというふうな気持ちになりましたら、ぜひともその手だてをと

っていただけますようにお願いをしておきたいというふうに思います。 

 次に、福祉医療費助成制度について、もう少しお聞きをいたします。 

 ここでは医療費助成制度の適用範囲と医療費窓口払いの二つについてお聞きを

いたします。 

 先ほどの市長の答弁では、二つ目の現物支給のほうよりも、対象人員の拡大の

ほうが重要だと、そちらのほうに重きをというような答弁がございましたけど、

まず適用範囲のことからお聞きをしたいと思います。 

 １回目の質問のときも言いましたが、三重県としては、制度として入院・通院

とも義務教育、就学前まで無料というふうになっております。先ほども市長はそ

の線に沿って尾鷲市もそうなっているという答弁でございました。 

 そこでですが、２９市町の中で、住民の要求を受け入れて、三重県の制度に上

乗せしている施策をとっている市町があるということですが、上乗せしている市

町の数、わかっていますか。どれだけありますか。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 現在のところ、入院の場合、１０月施行も含めまし

て２５市町、通院が１７市町、所得制限なしが９市町、入院時食事療養費助成

が８市町でございます。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） 大体私の持っている資料とよく似た数字になっておりますが、

中日新聞でも、この間、７月１日現在の数として、中日新聞で県社会福祉室によ

ると、入院・通院については２９市町のうち１７市町、入院に限れば、２５市町

が対象年齢を引き上げていると、こういうふうに報道されております。 

 いずれにしても、県の制度に上乗せしている市町は既に過半数を大きく超えて

います。尾鷲市は一歩も二歩もおくれていることは、これで明らかです。三重県

の適用範囲のままの４市町の中に尾鷲市も入っているわけであります。ですから、
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近隣市町の中でも変な矛盾が起こっているわけであります。海山町の適用範囲は

どこまでですか。紀北町。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 紀北町の適用範囲ということなんですが、入院のみ現

在のところ小学校修了までと聞いております。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） 紀北町では、小学校卒業まで入院無料ということを今課長の

ほうからお答えいただきましたが、聞くところによりますと、紀北町と尾鷲市の

小学生が同じ病院に入院して、たまたま同室になったと。そうするとどうなりま

すか、尾鷲の子は義務教育就学前までは無料ということなので、医療費は有料と

なります。紀北町の子は紀北町の子は小学校卒業まで無料ということなので、医

療費は海山町の子の医療費は無料ということになります。尾鷲市の子供は有料で、

海山町の子供は無料です。同室で治療を受けているわけであります。こんなこと

では、市長、市長の立場はないんじゃないですか。どうですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 私は、前回の北村議員の質問のときも答えさせていただきまし

たが、適用範囲を上げるということが、例えば、次世代育成支援計画というのが

あります、そういった中で、子育て支援をしていくわけですけども、子育て支援

をしていくのに、果たして医療の、福祉医療費助成制度の年齢を上げることが一

番大事なのかどうかという話は、今議論をしているところでありまして、果たし

てそれが一番大事なのかなということを考えると、そうじゃなしに、やはり子育

て支援政策全体の中で考えていくべきではないかなというふうに思っているとこ

ろであります。 

 たまたまそういった同じ病院で入院して、尾鷲市の助成がないということであ

りますが、しかし、私は子育て支援全体の中で、何が大切なのか、何が一番大事

なのか、そういったことをこれからも考えていきたいなというふうに思っている

ところであります。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） 子育て支援全体の中で何が大事なのかということを考えて対

応していきたいという市長の答弁なんですが、しかし、現実的に尾鷲の子供の医

療費と、紀北町の子供の利用費が明らかに差があるんですね。命には差がないは

ずなんですが、医療費はそういうふうに無料と有料、しかも広域連合を組むとい
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う近隣の市町とそういう差があっていいものなのか。できれば、そういう差はな

いほうが私はベターだというふうに思います。言えば、一歩も二歩もおくれて、

後追いを尾鷲市がしているんじゃないかというふうな気がしてなりません。 

 既にもう先ほどから何遍も言っていますが、２９市町のうち、過半数を超え

る２５市町、ここでもう県の上乗せを施策として拡大しているわけですから、尾

鷲市はこれまで紀北町に一歩先んじられて、先んじられてと言ったら語弊かあり

ますけれども、どちらかというとおくれをとっているわけですから、もちろん、

先ほど市長が来年度の県の施策に合わせて、尾鷲市も実施をしたいというふうに

おっしゃられましたけれども、来年を待たずに、いま一歩、先んじて、思い切っ

て海山の入院だけというふうに言わずに、通院も含めて小学校卒業まで無料とい

うぐらいの決断をすべきじゃないかというふうに思うんですが、来年の９月まで

にはなるということではなしに、少しでも早く施策を実施に移せるような市長の

決断を求めたいというふうに思うんですが、市長、どうですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 北村議員のご提案につきましては、現在、県において県制度と

しての拡充が予定されていますので、本市としましては、県制度の拡充時期に合

わせて前向きに実施したいと考えております。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） じゃあ、この件については最後にしますが、紀北町と尾鷲市

のそういう差別されている子供たちについては、そのまま放置していていいと、

しょうがないというお考えですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 紀北町と尾鷲市では、いろいろ制度的に、もちろん違いがあり

ます。だから、この面では紀北町は一歩先へ出て拡充をしておりますけれども、

他のサービスでは尾鷲市も紀北町に負けていないサービスもあります。だから、

すべてのサービスが同じということじゃなしに、尾鷲市として子育て支援として

何が大事なのか、紀北町として子育て支援が何が大事なのか、そういった選択の

中で施策が選ばれていくというふうに私は理解しているところであります。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） 市長の言うことも理解できないことはないんですが、現に支

払いは、医療費の支払いは尾鷲市の子供は医療費を支払いをしなきゃならんわけ

です。だから、そういう点では、少なくとも入院については小学校卒業まで、そ
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んなに大きな額じゃないと思うんですね。だから、思い切って子育て全般の中で

考えるという意味はわかりますけれども、少なくとも現にそういう差別があらわ

れているわけですから、それを是正するというためにも、思い切って決断をして

いただくことをもう一度だけ質問をして、次へ移りたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 尾鷲としましては、県の制度に合わせたいということでありま

すが、いま一度、検討はさせていただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） これ以上言っても堂々めぐりになるというふうに思いますの

で、残念です、非常に残念ですが、この問題はこの辺で打ち切らせていただきま

すが、しかし、念を押しておきますが、同室になった子供の保護者が疑義に感じ

ていることは間違いないと思います。その点だけ、心しておいていただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、窓口での償還払いを現物支給に変更する問題ですが、これもなかなか難

しい問題やというふうに思いますけれども、前回の私の質問に対して、担当課長

が現在三重県を中心に２９市町の福祉医療担当課長で福祉医療費の助成制度改革

検討会、この中で議論をされておりまして、利用者の、受給者がふえることが懸

念されており、この辺が議論の一番の中心的になっておりますというふうに答弁

をされておりました。 

 じゃあ、その後、助成制度の改革検討会の現物支給の議論が進んでいるのか、

進んでいないのか、その点、いかがですか。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 私、この４月から福祉課長を担当することになったん

ですが、それ以降、この会議が一度、それから担当者会議が一度行われておりま

すが、その席では、この問題は提案といいますか、検討はされておりません。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） それ以後、この検討会議での議論は進んでいないというふう

に考えます。償還払いを現物支給に変えるのは、そんなに難しいんかと思うんで

す。２９市町のどこかが思い切って先鞭を切って実行しなければ、いつまでたっ

ても変更できんのと違いますか。ペナルティーへのこだわりを捨てて、医療費の

増加も考えているほどではないと思うんです。その上、担当課の業務量も大幅に

削減できるのですから、こんないいことはないと思うんですが、しかも、三重県
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だけどうして変更できないか、理解に苦しむところであります。 

 ２９市町の申し合わせにこだわらずに、まず尾鷲から現物支給制度にするよう

に、県の検討会議へ提案すべきじゃないですか。そのつもりはありませんか。 

議長（中垣克朗議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（川端直之君） 今回の対象拡大に合わせまして、その業務の対応とい

うこともいろいろ検討なされている中で、そういうことも考えられると思うんで

すが、今、その現物支給というよりも、障害とか、いわゆる対象拡大に重きの検

討がなされております。この今、改革検討会におきましては、今問題にされてい

ます小学校就学前までの実施時期、それからそれに対応する方策、その辺が集中

的に議論されておりますので、今のところ現物支給というようなことにはまだち

ょっと至っておりませんので、ただ、議員のおっしゃることもよくわかります。

ただ、私どもとしましても、この検討会において実施によるメリット、それから

課題というのが議論されております。実施について、また慎重な検討を行ってい

きたいと思っています。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） 対象者拡大に重きを置く、それはそれで結構だというふうに

思いますし、僕も大事なことだというふうに思いますが、しかし、現物支給に変

更することによって、そんなにデメリットがあるのかということがどうしても理

解できません。デメリットがあるなら、この東海４県の三重県だけ残るはずはな

い。三重県だけになっているということ自身に、そこのところにデメリットは少

ないんではないかというふうな理解をせざるを得んわけです。 

 だから、思い切って、尾鷲市独自で現物支給にするという勇気は市長、ないで

すか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 前の質問のときにもお答えさせていただいたんですが、この福

祉医療制度そのものは、やはり３点ぐらい基本的な考え方があると、一つは受益

と負担の公平性の確保だと、それから制度が持続していく、その制度持続の可能

性、これが２点目であります。それからもう１点は、やはりすべての市町で実施

可能な制度内容とする、この３点が基本的な考え方ではないかなというふうに思

っております。現物支給は、愛知県とか、そういった東海では既に進んでいると

聞いておりますが、しかし、例えば移行するには大幅なシステム変更等が考えら

れます。単独市町で対応できるものではないというような理解をしておりますの
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で、ご理解をお願いしたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 北村議員。 

１番（北村道生議員） 対象拡大も現物支給も、なかなかガードがかたくて、私の質

問では、そのガードを破ることができませんでした。極めて残念でなりません。 

 それで、最後の問題に移りたいと思います。 

 最後に、原発問題ですが、市長の先ほどの原発に対する考えは、はっきりと原

発に反対という態度表明には受け取れませんでした。原発事故によって、一たび

大量の放射性物質が外部に放出されれば、もはやそれを抑える手段が存在をせず、

被害が空間的にどこまでも広がる危険があります。時間的にも、将来的にわたっ

て危険を及ぼす可能性があり、地域社会全体の存続そのものを危うくする危険性

を持つものであることは明らかになったわけであります。 

 市長は、尾鷲市民の命と暮らしを守る最高責任者です。その立場に立って、近

隣の市長や町長のように、はっきりと原発立地反対の態度を表明すべきではない

ですか。最後に答弁を求めて、私の質問を終わります。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 東日本大震災による福島第一原発の事故を受けまして、原子力

発電の安全性に対する信頼は大きく揺らいだところであります。 

 国のエネルギー政策については、今回の事故を教訓として考え得るすべての対

策を講じて万全を期すことが必要であると考えております。原子力発電の立地に

ついては、このような状況を踏まえ、安全性が確保されない以上、意見を申し上

げる状況にないと思っておりますが、現段階におきましては、鈴木三重県知事の

お考えと同様、議論の余地はないと考えております。 

議長（中垣克朗議員） ここで１０分間休憩いたします。 

〔休憩 午後 １時５２分〕 

〔再開 午後 ２時００分〕 

議長（中垣克朗議員） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 次に、１６番、真井紀夫議員。 

〔１６番（真井紀夫議員）登壇〕 

１６番（真井紀夫議員） それでは、一般質問を行います。 

 私は、市民の皆さんから負託を受けて、２０数年間、尾鷲市の議員として市政

に参加してまいりましたが、ここ最近の教育委員会が関係する問題に限って見て

も、この先、尾鷲市はどうなっていくのか、強い危機感を覚えます。 
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 尾鷲中の教師と生徒の喫煙事件、尾鷲小・尾鷲幼稚園の改築耐震工事の設計不

良ミス、元須賀利地区の文化財指定申請に係る教育委員会の暴走といった異常な

事態が続発しています。モラルの欠如というか、常識のなさというか、市民の皆

さんもあきれ果てているのではないでしょうか。 

 尾鷲中の先生が生徒にたばこを与えて一緒に吸っていた事件が明らかになって、

尾鷲市の幼稚園、小・中学校の全校が敷地内全域での教師、外来者の禁煙を決定

しました。 

 しかし、その指導的立場にある教育委員会内では、それほど厳しくなく、これ

までどおりのようです。自分たちに甘く、他者にからい、自己中心の人たちが尾

鷲市の教育行政のトップにあるというのは、いかがなものでありましょうか。万

事このような体質で処理されてきたことのつけが飛び火をしているように思えて

なりません。 

 教育長、教育委員長自身の危機感・緊張感の脱落が大きく反映しているのでは

ないでしょうか。 

 以上については、平山教育委員長の見解をお尋ねをしたいと思います。 

 次に、その延長線上で起こったのが、今回の学校耐震工事の設計ミスと追加工

事費の問題だと思います。 

 設計図面等の納品契約をことしの２月３日としていたのを、教育委員会の追加

注文が遅くなって、年度末ぎりぎりの３月３１日を納品期限として契約が変更さ

れています。 

 結果として、時間に終われ、軽率な判断で仕事を進め、ミスの上にミスを重ね

た第一の原因は、安易で自己本位な市教育委員会の体質が根本的な問題だと聞き

ますが、そのほかにも慎重さを欠いた要因がどこにあるのかどうか、ガラス張り

にしてもらいたいと思います。反省すべきことを検証していますか。 

 工事期間に影響するからと、設計図面等の検査も、入札業務等の検討も相談も、

十分しないまま、工事を発注してしまい、その３カ月後の今回、市長、教育長、

市役所幹部や委託業者の設計会社代表取締役等、関係者一同が謝罪また謝罪と、

議会質疑の途中から異様な場面が展開されました。 

 そして、委託業者の設計ミスについて、代表取締役は完全に我が社の責任です

として、賠償など、市から申し入れがあれば、基本的に従いますと言っているの

に、市長はすべては市の責任であり、業者に責任を問えないとかたくなに業者を

守ろうとしています。 
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 設計ミスで４，６００万円の追加はやむを得ないと思っているようですが、す

べて市の責任であるとは不可解なことだと思います。だれだって、どこかおかし

い話だなと首をひねるはずです。 

 ミスをした者に責任はなく、そのミスを見破れなかったものにすべて責任があ

るというのですから、市長の常識も疑わざるを得ません。 

 市民は何と言っているかご存じですか。中には、岩田市長は業者にやましいこ

とを握られているのではないかといった疑惑を抱く人さえいるのです。 

 以上、岩田市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、元須賀利の文化財申請についても、教育委員会は自分勝手につくったス

ケジュールで進めました。市民も議会も無視して、平気な顔の畑中教育長、傍若

無人を辞書で引きますと、人前はばからず勝手気ままに振る舞うこととあります。

まさにこの言葉がぴったりなのが尾鷲市の教育行政だと思います。許されるべき

ではありません。 

 私は、最初から市民によく説明して、議会の審議と承認を得て進めるべきだと

指摘してきましたが、教育委員会は一部地権者と須賀利区の同意があれば勝手に

できると決めています。 

 大半の土地山林が市民の財産ですが、問答無用とばかりに、その市民の財産で

ある市有の土地山林約１２万坪を文化庁へ持ち出して、文化財指定の手続を急い

だのであります。 

 ６月定例会で市長や教育長と議論した私の一般質問をよく承知している教育委

員会は、その本会議場での議論も答弁も無視して、平気で暴走を行った。結果と

して、私も議会もなめられたものだと思っています。７月、８月の議会の場で、

繰り返し強く抗議をしましたが、畑中教育長はよくわからない釈明と、予定どお

りに進めたというだけで、明確な答弁をしていません。 

 改めて畑中教育長にお尋ねします。７月２０日に県教育委員会を通じて、文化

庁に元須賀利地区を文化財にしてほしいと申請したそうですが、市民に十分な説

明もしないまま、賛否も問わず、議会の審議も省略して、尾鷲市の公有財産、市

民の財産をあなた方の思うままに処理するのは、社会常識、一般常識として正し

い行為だと思っているのですか。 

 道徳・道義・倫理は大切にしなければなりません。ましてや教育行政の上に立

つ者として、教育長の善悪の判断はゆるがせにはできません。 

 以上、畑中教育長の明確なる答弁を求めますが、先に平山教育委員長、続いて
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畑中教育長、その後、引き続いて学校耐震工事、追加工事費について岩田市長に

ご答弁をお願いします。 

議長（中垣克朗議員） 教育委員長。 

教育委員長（平山豊君） それでは、３点にわたって私の考えを述べさせていただき

たいと思います。 

 １点、この元須賀利文化財申請問題についてなんですが、文化財の保護は時の

経済状況の課題に優先して取り組むものであると思います。 

 海跡湖は先人が文化財を残してくれたように、私たちも残していかなければな

らないと思います。 

 なお、尾鷲市の経済の活性化はこのことを前提にして、それぞれの部署で知恵

を出し、積極的な働きや行動をすることによって活路が開けると思っております。 

 二つ目の、教師と生徒のたばこ事件についてなんですが、尾鷲中学校は一丸と

なって学校目標に取り組んでいる中で起こった事件であります。教師集団の組織

のあり方、とりわけ教師間のコミュニケーションによるチーム力、組織力が重要

で、特に新任教員は徹底した指導が必要であったと思います。 

 例えば、教師間の信頼関係であれば、教員全体の取り組みによって問題行動が

小さいうちに解決ができ、大きな事件が起こらなかったと思います。また、新任

教員のための研修は重要で、教育に対する自信ができて、積極的に教育に取り組

めたと思います。 

 三つ目なんですが、学校敷地内禁煙に関しては、学校は生徒の生活空間である

ことを踏まえ、生徒の禁煙指導を徹底するためのものだと思います。 

 四つ目、関連してなんですが、教育委員会の体質は他者に厳しく、自分に優し

いとのご指摘ですが、そう思われないように、教育委員会の立場から誠心誠意尾

鷲の教育に取り組んでいきます。特に、６月議会で真井議員のご質問にあった人

口減と子供、若者の対応については、大きな課題であります。引き続き努力して

いく所存でございます。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 教育長。 

教育長（畑中伸稔君） 須賀利大池及び小池の国指定の天然記念物への申請につきま

しては、文化財の保存活用等を行うために設置している尾鷲市文化財調査委員会

が中心となって、長年にわたり現況確認と調査を行い、また保護活動をしてまい

りました。しかしながら、平成２０年の調査の段階で、同地区の自然環境の悪化
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が急激に進んでいることが改めて判明しました。教育委員会では、太古からの地

殻変動や津波の痕跡を今日まで残している海跡湖の保全や絶滅が危惧されている

ハマナツメなどを保護し、後世にきちんと受け継いでいくことは、尾鷲市民及び

日本国民の利益に大きくつながるものだと考えております。 

 このことから、国レベルでの自然環境保護が重要と考え、国による天然記念物

指定を得たいと考えました。 

 この手続に当たり、須賀利地区の総会において説明し、さらに２回の勉強会並

びに説明会を行い、また議会においては、２月より報告及び説明をしてまいりま

した。その後、地権者すべての同意を得ることができましたので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の第２３条教育委員会の職務権限第１項第１４条文

化財保護に関することに基づき、教育委員会が意思決定し、７月に文化財保護法

第１８９条に基づき意見具申を行いました。 

 法に基づいて申請しましたのでご理解いただきたいと思います。 

 また、市民に対しましては、３月、４月と勉強会並びに説明会を２回開催し、

さらにご理解をいただくために、須賀利大池地区の自然保護を訴えたパネル展

「大池・小池の保護」を尾鷲市立中央公民館や三重県立熊野古道センターな

ど、１０カ所にて開催してまいりました。そのパネル展の実施に合わせて、天然

記念物指定を問うアンケートを実施した結果、天然記念物の指定について、約８

割の方が賛成としており、また須賀利大池地区の自然を後世に残すべきとのご意

見をたくさんいただきました。 

 先ほども申し上げましたが、同地区の貴重な自然を保護し、後世にきちんと受

け継いでいくことが市民及び日本国民の利益に大きくつながるものだと考えてお

ります。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 最後の責任問題についてであります。責任問題につきましては、

本市が成果物の内容検査を行い、その中で間違いを発見すべきでありましたが、

十分なチェックが欠けておりましたので、数量と図面の食い違いを見落としたま

ま完成認定を行ったということ、それから、入札時の判断ミスをしてしまったと

いうことで、契約書を精査しましても、設計業者に対して損害賠償の請求はでき

ないというふうに思っております。 
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 ということですから、業者に責任を問えないものと考えております。 

 ちなみに、真井議員はご丁寧に市民のうわさをご紹介いただきましたけど、私

は決して業者に一つもやましいことはありません。 

議長（中垣克朗議員） １６番、真井紀夫議員。 

１６番（真井紀夫議員） 順序がちょっといぐちぐになりますけども、先に、市長の

ほうへお尋ねをしたいと思います。 

 チェックが甘かった、確認がよくできなかったと、こういうような答弁かと思

うんですけども、この設計業者との契約が２月３日に成果品をいただくと。それ

から検査をして、そして入札業務等、いろんな仕事がその後に控えておったと、

このように理解をしておるんですけども、それが急遽、１月の段階で３月末日ま

でと。ほとんど検査をする日にちがないような形での変更契約をしておりますね。

これはどういう事情でしたんですか。やはり教育委員会のほうから追加の件がお

くれたと、そういう単純なことだけで、３月末日までとしたんですか。本来なら

ば、この契約書の中の３１条にありますけども、通知を受けた日から１４日以内

に業者に対して意見があったら言うということですから。少なくとも、３月中ご

ろまでに変更するにしても、中ごろまでに成果品を受け取らんと、この３１条の

ようには実行できないんですけども。なぜ、３月の半ばごろまでと、１４日

か１５日か１６日か、要するに１４日を確保しての契約とならなかったんですか。

その辺、もう一度お尋ねします。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 設計変更の経緯等は、教育委員会サイドから説明してもらった

ほうがいいと思いますので、説明させますけど、一般論として、１４日以内に検

査するということなんですね。だから、１日でも検査ですし、１４日以内にやり

なさいということなんです。それだけ申し添えます。 

議長（中垣克朗議員） 教育長。 

教育長（畑中伸稔君） では、今回の経緯についてご説明させていただきます。 

 今回の契約変更につきましては、教育委員会事務局におきましても、責任を十

分自覚しております。まことに申しわけございませんでした。 

 まず、実施設計の契約変更につきましては、尾鷲小学校、尾鷲幼稚園の鉄筋コ

ンクリート校舎東棟・西棟の改修部分につきまして、設計業者が詳細に内部調査

を行ったところ、築３６年経過しており、老朽化が著しく、当初想定していたよ

りも改修計画策定に日数がかかることが判明いたしました。また、実施設計に当
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たり、地域と児童が共同した学校づくりを目指し、子供ワークショップを開催い

たしました。その中での提案を精査・反映するためにも、日数がかかることが判

明いたしました。 

 以上の理由により設計工事を延長いたしました。追加工事につきましては、工

事に必要な要素について協議・確認が不十分なもの、追加工事として学校の強い

要望により、教育委員会事務局と検討し、追加したもの及び設計段階で想定して

いなかったが、施工に当たり危険と判断し、より安全性を期すための工事によっ

て追加したものであります。 

 学校は子供たちにとって一日の大半を過ごす学習・生活の場でありますので、

今後も安全で安心な学校づくりに取り組んでまいります。 

議長（中垣克朗議員） 総務課長。 

総務課長（三木正尚君） 真井議員の工期延長をなぜ年度末ぎりぎりにまでしたかと

いうことなんですけども、既存校舎の詳細調査、あるいは先ほど教育長から発言

がありましたように、ワークショップ等々の実施などに不測の日数を要しました。

このことで年度内での完成も厳しい状況というふうなことでありましたけど、補

助事業でもあり、年度内の完成検査が必須であるため、成果物の完成までに委託

業者と順次でき上がり図書の精査・確認を行うことといたしております。 

 成果物の受理日には完成されたものとして、受理できる状況をつくりまして、

また完成検査日には、契約書に記載されました成果物が整理され、発注者の趣旨

が反映された成果物となっているか、主要項目に誤りがないかの確認など、検査

が実施できる業務の円滑化を前提に、工期を３月３１日といたしました。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） それであるならば、一応追加も含めて、それなりに時間を

とって設計業務もやってもらったと。そうであるのに、不良な部分が設計にあっ

たというふうに言えるんかと、こう思うんですけども、それならそれで、ミスを

した設計業者に対しても、本来なら市長のほうから損害賠償というと言葉はきつ

いですけど、それなりの責任を持ってもらうと、こういうことになると思うんで

すけど、それがなぜできないんですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） これが判明した時点で、私は設計業者を呼びまして、十分注意

はさせていただきました。しかし、先ほどもずっと言わせていただいております
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ように、契約上、業者に責任を問えないということでありますので、その分、よ

い学校をつくるために最善の努力をしてくださいという申し入れを強くしました。

そういった中で、設計業者は、例えば常駐の駐在員の増加とか、あるいは代表取

締役の１週間に一度の来訪とか、そういったことを約束をしていただいておりま

す。これからも、設計業者に対して、子供たちに喜んでいただけるような学校を

つくるために十分協議はしていきたいと思っているところであります。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） 私も、設計業者に一言、質を落とさないようにと。質のよ

い建物をしてもらわんといかんよということは、お願いをいたしましたけども、

それはそれとして、請求できないと、問えないと、契約上と、こうおっしゃいま

すけども、それおかしいんと違いますか。あなたが契約したんでしょう、設計業

者と。ちゃんとそのように設計の、契約の内容はそうなっとるんでしょう。なの

に、それがなぜ問えないんですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 真井議員も契約書は読んでいただいたと思っておりますので、

その中で、設計の誤りを見つけて修補させるということは、当然、これが原則で

ありまして、それがされないで完成認定をした場合については、請求はできない

というふうにちゃんと書いてあります。真井議員が請求ができるというんであれ

ば、どういう条項でもって、契約書のどの条項でもって請求ができるんかという

ことを示していただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） それでは読ませていただきます。瑕疵担保第４０条、成果

物に瑕疵があるときは、その業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を

請求し、または修補にかえて、もしくは修補とともに損害の賠償を請求すること

ができる。その期間は、請求は引き渡しを受けた日から、ですから３月２９日に

引き渡しを受けたんですね、２９日から３年以内に行わなければならない、はっ

きり書いてあるじゃないですか。あなたが契約したんでしょう、これ。ここに書

いてあることはうそですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 同じ項目の瑕疵担保のところの、３項に、甲は成果物の引き渡

しの際に、瑕疵があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨

を直ちに乙に通知しなければ当該瑕疵の修補または損害賠償の請求をすることは
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できないと書いてあります。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） そのとおりですよ。ですけども、それを知らずに検査をし

て、結構ですと成果物を受け取ったんでしょう。よう見破らなかったんでしょう、

ミスを、相手の、そのときは。後になって気がついたんでしょう。そうじゃない

んですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） そうだと、ずっと私が言っているとおりであります。ようミス

を発見できなかった。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） そうであるならば、３年以内に、３年間の中でですね、３

年を超えたらできんのかどうか、これもまた問題がありますけども、このことに

ついては、設計業者に要求できると書いてあるじゃないですか。私は１００％せ

えと言うんじゃないですよ、お互いに過失があった、過ちがあったというんなら、

それはお互い様やで、それなりに話し合いをせないかんと思いますけど、全く問

えないという市長の答弁は納得できません。それ、どういうことなんか、はっき

りしてもらいたいと思いますよ。 

議長（中垣克朗議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） 先ほども、第３項というところで市長が読み上げていただき

ましたけども、第１項の規定にかかわらずという条項がかかっておりまして、１

項、おっしゃるのは真井議員のおっしゃるとおりで、さらに、尾鷲市の場合は、

それを見過ごして完成認定ということまで行っておりますので、完成認定以降に

つきましては、その責任までかぶってこないということでございます。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） よくわからんですね。副市長、あんたが出てくると、余計

わからんようになってくる、はっきり言うて。 

 というのは、３項には、それを承知で、ミス、きずものであることを承知で受

け取ったら、これは受け取ったほう側にも罪があると。だから、初めに書いてあ

ることはそのままには実行できないということを書いてあるんだろうと思うんで

すけど、そのときはよう見破らなかったんでしょう、ミスがあったというのを。

後になって気がついた。受け取ってからね。そういうことでしょう。 

 ミスを犯した人は何も責任がない、ミスを見破れなかったほうが責任がある、
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そんな一方的な話ありますか。この瑕疵担保ですか、この４０条、これをしっか

りと読んどるはずですから、あなた方は。だから、僕はほかに何か事情があるん

かなと、僕はそれで、何かほかに事情ありますかって、何遍か問いました。しか

し、別に事情はないというようなことやったと思うんですけども、あなた方は、

この４０条を曲解しとらへんですか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 完成認定書というものの意味合いを考えますと、それほど完成

認定書というものは大きなものであります。だから、その時点で、成果物が提供

された時点で、チェックをし、そのミスに気がつかなかって、完成認定書を出し

てしまったということは、それほど完成認定書の持つ意味合いが大きいものであ

りますので、４０条の瑕疵担保の３項が規定されているということであります。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） そんな理屈は僕は通らんと思いますよ。これはいつまでも

やっとったら時間がどんどん減っていくばっかりでね、私、いつまでもできんと、

こう思うんですけども、この４０条について、はっきりと尾鷲市は相手方に請求

できると、それも３年間の期限で。もし向こうが故意にそういうミスをやっとっ

たら、１０年間は構わないと書いてあるんですね。１０年間請求できると、８年

後、９年後でもできると、こう書いてあるんですね。僕は、市役所の人たちは、

こういう契約については人一番詳しいと思うんですけれども、それを市長は問え

ないと、こういうことについては、私はあなたの常識を問いたいと、こういうふ

うに申し上げたんですけども、このことについて、もし市長、あなたの解釈が合

っとるというんであれば、また後ほどしっかりと説明を聞きたいと、このように

思いますが、今何か言うことありますか。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） これは私だけの見解じゃありません。職員も寄って、みんなが

寄って出した見解であります。私の常識がおかしいというんであれば、その常識

をきちんと覆していただきたいと思います。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） 私は、この契約書に書いてある、この取り決めですね、特

にこの４０条、このことにははっきりとそのように３年以内であれば請求できる

と、はっきりと書いてあるということだけ申し上げておきたいと、このように思

います。 
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 それで、続いて教育委員会のほうの教育長、教育委員長のほうに申し上げたい

んですけども、要するに文化財に申請するんだから、一部の地権者、一部の方々

の同意をとってあるから、その大半を占める尾鷲市の市有の土地、山林ですね、

それは市民の財産ですね、そういう方々の同意や、それから議会のほうの承認、

そういうものは全く必要ないんだと、初めからそう決めてますね、教育委員会は。

今後の予定のスケジュールというところで、一部の地権者と須賀利区から同意を

とったら、それでこの予定表はどんどん進めるんだと書いてあるんですけど、全

く、尾鷲市民も、それから議会も、一つも書いてないですね、あなた方は。それ

があなた方の常識ですか。私は、７月の下旬まで、法律のことは余り勉強してい

なかったもんですから、その辺の、現在の社会常識で皆さんに問うておったんで

すけども、平気であなた方は、そう決めてやっておったと。こういうことなんで

すけども、それでよろしいんですか。 

 私は、それからもう一つ言わせてもらいましょう。６月の本会議で私と市長と、

それから教育長も、一部入ったんですけども、やりとりがありました、このこと

について。そのときに、要約して言いますと、須賀利の文化財問題について市長

と私は今議論したと、説明をしたからと言うが、報告だけで、議会のほうはです

よ、審議をしていないと。議決もしていないと、こういうふうに申し上げたら、

市長は須賀利の意見を尊重すると、議会に対しては委員会にも諮っていきたいと。

それから、申請時には常任委員会に報告もさせてもらうと。審議対象とは思われ

ないが、委員会の意見をお聞きしたいと、答弁しておるんですね。 

 ところが現実は違ったんですね。もう既に申請してしまってから、報告という

形で教育長が来たんですね、７月２０日に申請して、それで、翌日、７月２１日

に報告ということで来たんですね。このときの、６月の本会議のときには、教育

委員会も本会議に同席していた。本会議の議論すら教育委員会は無視ですか。一

緒にこうやっておったんですよ。市長はそのように答弁したんです。それで、委

員会に反省を私は求めたいと思います。 

 教育者として、間違ったときにはどうするか。お手本を示してもらいたいと思

います。だから、私は言うんですよ、本会議の場でのやりとり、あんたなんか何

も、気にもかけてなかったんかなと、こう思うんですけど、委員長と教育長のご

答弁をお願いします。 

議長（中垣克朗議員） 教育長。 

教育長（畑中伸稔君） この件に関しましては、私どもは、報告義務はありましても、
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議会の議決は必要ないものと、当初判断しておりまして、その旨、進めさせてい

ただきまして、まず私どもとしましては、この須賀利の自然を守るという、保護

するということを念頭に置いて、いろいろ考えてきましたので。 

 それでまた、前回のときに、この件に関して議会の議決は要らないという議長

の判断、見解をもいただいておりますので、私どもとしては間違いなく、関係範

囲の法律に従って進めたと思っております。 

議長（中垣克朗議員） 教育委員長。 

教育委員長（平山豊君） 私自身も、やはりこの文化財の保護というのは、いえばか

なりの分野で優先順の高い案件だと思っております。したがって、海跡湖という

この天然記念物等が存在する、これがやはりどうしても守っていかなければなら

ないことだと思っております。 

 したがって、教育委員会の使命として、文化財保護、これを着々と進めていっ

たと、そういうふうに考えております。議会のほうの、議会に諮るというよりも

同意、いろいろ報告、これは当然しなくてはならないと思いますが、議決はあえ

て必要ないかなというふうに思っております。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員、ちょっとお尋ねしますが、あなたおっしゃってい

るのは、地方自治法９６条１項の７号と１０号についてですか。議会に相談がな

かったということは。 

 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） 教育委員長と教育長に申し上げますけどね、あなた方は自

然を守るんだから、だから法に背いていない、いいんだ、いいんだと、こう言い

ますけどね、あそこは市有林も結構あるんです、土地もある、池もある、これは

市民の財産なんです。その財産をあなた方はいいことするんだからと、こういう

気なんかわからないけども、そんな勝手なことやっていいんですか。 

 それで、市長ですら、この６月議会のときに、委員会にお諮りします。申請時

には報告いたしますと、そんなようなことをこの６月議会、議会の本会議の中で

発言しとんですよ、ちゃんと議事録に書いてあるんですよ。議事録に。それをあ

なた方はあれですか。もう自分らで勝手放題に、この議会で何が話し合われよう

と、どんな意見が出ようと、一向に構わないと、自分たちのスケジュールを進め

るだけやと、それぐらいあなた方はえらい人なんですか。 

 それでもう一つ言えるのは、私は、犯罪行為みたいなことをするなと言うて、

いろいろちょっと物議を醸しましたけども、人の物に手をつけるときに了解もと
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らんと、おれたちはいいんだと、そんな理屈はありますか。私は教育者としてあ

なた方はどうかと思いますよ、もう一遍お答えください。 

議長（中垣克朗議員） 教育長。 

教育長（畑中伸稔君） 議員のおっしゃるような行為は私は一切、人の物に黙って手

をかけるとか、そういうようなことは一切しておりません。ただ、自然保護のた

めに、文化財に指定していただくために、法に基づいて私はさせていただきまし

た。 

議長（中垣克朗議員） 教育委員長。 

教育委員長（平山豊君） 私の最も言いたいのは、やはり文化財保護というのは、大

変我々人類としても、大変重要なことだと思います。例えば、学校を建てるとき

でさえ、地下に埋蔵物があれば、もう突如中止をして、そして調査をして、して

いく世の常があると思います。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） 私はお二人の常識を疑いますわ。ということは、いいこと

をするんだから、自分のものやないけども、勝手にできるんだと、そう言わんば

っかりでしょう。こんないいことをするんだ、あんないいことをするんだと。い

いことをしようと、何をしようと、やはりそこには道を踏まないかんと思います

よ。 

 それで、私は地方自治法のことについては、極力置いて、我々の社会常識、一

般常識でそういうことをしてええんかということで、教育者としての見解を聞き

たいと思いましたけども、あなた方は教育者としての見解だと思っとんですかね、

それはね。自然を守るんだからいいんだと。大事な財産をどうしようと、こうし

ようと、それはそれで許されるんだと、このようなふうにしか聞こえないんです

けどね。 

 それで、これは地方自治法の９６条に、７号に信託ということがある。それか

ら、１０号に権利の放棄ということがありますけども、それらに少し私が調べて

きたことに今からコメントいただきたいと思います。 

 地方自治法第９６条に定める財産の信託の意味及び内容について、信託には公

益信託と私益信託に大別できる。私益というのは一般的な信託関係とも言うんで

すけども、信託関係として、公益信託のほか、商事信託、国際信託及び知財信託

等の信託関係もあると。公益信託とは、主務官庁の許可を得て公益の実現を目的



－９９－ 

とする信託関係であると、例えば、学術、まさに今回の文化財ですね、それから

技芸、技術・芸能でしょうかね、この技芸というのは、それから慈善、慈善活動

の慈善やと思うんですが、等に関係するものが主流であると、こうあります。 

 それで、公益信託というのは、一般的には私益信託と比較した場合に、公益信

託の特徴は、信託目的となり得るものが公益目的達成のためとして限定されてい

ることに加え、主務官庁の許可を得て初めて信託関係が成立することでありと、

こうあります。要するに、これが今、文化庁がやっておることが、文化庁がこれ

を許可すると、文化財として許可するということになったら、そこでもう公益、

信託ということになるわけですね。ですから、私が言うとるのは、このことにつ

いては、一般信託とは違いますけども、公益信託であるということで、議会に当

然審議があって、そして議会の承認があって、これが普通の姿だろうと、僕は言

うとんです。それをあなた方は、議会は関係ないと、ただ報告だけしておいたら

ええんだと、このような説明ですけども、私はもってのほかだと思いますよ。 

 だから、そういうことで、私は文化庁に内容証明を送らせてもらいました。そ

の文化庁のほうから、県を通じて、市のほうに問い合わせが来ておるそうですけ

ども、どういう問い合わせですか。 

議長（中垣克朗議員） 生涯学習課長。 

教育委員会生涯学習課長 （中野誠君） 文化庁から県のほうを通じて質問がありま

した。その質問の内容というのは、特にこれといったものはないんですけど、ち

ょっと簡単に説明させていただきます。 

 質問、こちらにありましたのは、新聞報道等にあるような事案が生じている原

因はどこにあると考えられますか。あと、意見具申に当たり、以下の点について

相違はあるのでしょうか。相違があるとすれば、どこに問題があったのでしょう

かという県の見解をいただきまして、県と調整中でございます。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） どこに問題があったって、これはあれでしょう。議会も市

民に対しても、市民にパネルを展示したと、こう言いますけども、市民集会を開

いて説明したわけでもないし、ただ、何回かやったと言うけども、何カ所のとこ

ろでそういうものを見せたというだけのことでしょう。市民と意見交換をして集

会を持ったということじゃないでしょう。須賀利だけでしょう、そういうことを

したのは。 

 問題は、市民にも、議会にも了承をとっていない、そういうことと違うんです
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か。 

議長（中垣克朗議員） 教育長。 

教育長（畑中伸稔君） 須賀利で行いました説明会は、須賀利地区だけでやったんで

はありません。尾鷲市全体でやると、場所がたまたま須賀利だけであって、尾鷲

市市民全体で報告をいたしました。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） よう教育長、ぬけぬけとそんなこと言えたもんですね。も

う詭弁の最たるもんじゃないですか。須賀利ですら、須賀利の住民がどうですか、

二、三十人もおりましたか、役員を除いて。５人、１０人でしたよ、私はその都

度行って聞かせてもらいましたけども。尾鷲市民って、議員の二、三の者が行っ

たときもありますけどね。あなたよう、そんなことをぬけぬけとよう言えました

ね。 

 念のために、文化庁のほうへ出した内容証明の文書をここで読ませてもらいま

す。 

 天然記念物審査の件に関するお願い。尾鷲市教育委員会の畑中伸稔教育長から

元須賀利大池地区周辺の天然記念物指定の申請書が御庁に、文化庁ですね、文化

庁に届いていることかと思います。 

 右申請につきまして、文化庁における審査を一時中止ないし保留していただき

ますよう、本書面にてお願いを申し上げます。 

 理由といたしまして、右申請がなされるにあっては、尾鷲市民及び尾鷲市議会

における議論がいまだ不十分であるという点が第１に上げられます。天然記念物

指定となりますと、当該地域に種々の制限がなされるところ、市民及び市議会に

対して説明し、十分な議論を経て当該地域の方向性を決定するべきではないでし

ょうか。 

 第２の理由として、右申請は、尾鷲市議会において賛否を問うこともなくされ

たものであり、手続的にも大いに問題があると考えます。係る手続面の問題につ

き、尾鷲市教育長の納得のいく説明はなく、御庁におかれましては、右申請をめ

ぐる尾鷲市の現状を考慮の上、審査を一時中止ないし保留をしていただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。平成２３年８月２４日。 

 文化庁長官近藤誠一様。 

 追伸、別便にて参考までに地元紙を送りますのでごらんのほど、お願いします。 

 地元紙を見ていただいたと思います。ほんの一部を送っただけなんですけども。
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私は文化庁のほうにもじかに合ってお話を伺いたいと思っておりますけども、そ

れで、今、教育長、あなたが言われたようなそんな詭弁で尾鷲市の財産を、市民

の財産を勝手にされたら、これは議会が何しとってんやと僕は言われてもしょう

がないと思います。もう少し、まじめに考えてくださいよ。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 少なくとも、市議会、行政と二元代表制でやっているときに、

尾鷲市会議員として文化庁に審議とめ、審査とめというようなことが果たして許

されるんでしょうかね。私はそれは二元代表制のもとでやっている意味を否定す

ることになるんじゃないかという気がします。 

 そして、もし真井議員がここで議決が必要だと、議会の議決が必要だというこ

とであれば、皆さんもそう思っておられるんですか。信託ということは、信託行

為というのは法に基づく行為なんですね。委託者があって、受託者がある。受託

者に管理をゆだねることですよ、ということは、今回の市有林のことでいえば、

市有林の伐採も受託者にゆだねることですから、それもできないという話なんで

すか。それはちゃんと届け出をすればできるという話でしょう。そういったこと

を踏まえて、議会での議決を経ていないということを理由に、文化庁にそういっ

た審査を提示しなさいというようなことを言ってもいいんでしょうか。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員、ちょっと待って。９６条のことでしょう。それ、

副市長がこの間、答えているじゃない、議決は必要じゃないでしょう。 

 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） 議長あなたがおかしいんですよ。 

議長（中垣克朗議員） 何でど、９６条の１項の・・ 

１６番（真井紀夫議員） 時計止めてください。 

議長（中垣克朗議員） よく勉強しろ。はい真井議員。 

 （｢議長おかしいぞ｣｢制止したらいかんぞ｣と呼ぶものあり） 

１６番（真井紀夫議員） 僕のいただいた時間を土足で入るな。 

議長（中垣克朗議員） あなたが間違ってる言うから、あなたが間違ってると言って

るじゃないか。 

 （｢暴言やぞ｣｢暴言｣と呼ぶものあり） 

１６番（真井紀夫議員） たいがいにせなあかん。 

議長（中垣克朗議員） そんなんやったら真井君いつも言っとるやないか。はい、真

井議員。 
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 （｢議長交代｣と呼ぶものあり） 

１６番（真井紀夫議員） 市長、信託ね、公益信託という法律があるんです。公益、

現在は公益信託、特別法として存在をしております。それだけ言うときます。信

託はね。 

 それで副市長には尋ねてない。 

 それで、あなたは共創といううたい文句でことしは出発していると、私は承知

しておりますけども、どこに共創ですか。ともにつくるですか。この問題も、１

月１７日ですか、課長調整会議で初めて出して、２月ですね、２月１７日ですね。

そして、そこで副市長も出席しておりましたけども、これはどういうことなのと

いってやりとりしています。私は、情報公開でその議事録をとらせてもらいまし

た。 

 もうそのときには、須賀利に説明会も終わって、その数日後に今度は議会の全

協に報告という段取りになっておりましたけども、もう既に、去年から勝手に進

んどるんじゃないですか。何にも共創してない。 

 それから、政策会議というのがありますね。尾鷲市の大事なことを決めるのに、

それは役所の内部会議かと思いますけども。政策会議があって、課長会議があっ

て、課長調整会議というんですか、三つありますね、これ。そんな中での政策会

議でどう議論されたんですか。情報公開では出てきませんよ。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 文化財に関することは、教育委員サイドの話でありますが、し

かし、それだけではだめだということで、課長調整会議でも諮り、その課長調整

会議以外にも、それぞれの課、必要な課と調整している。そういうことでありま

すので、別に課長調整会議に出てきただけという話ではないので、ずっと当初か

ら、当然木のまち推進課とは議論をしていますし、教育委員会サイドとの打ち合

わせもやっているということであります。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） 少なくともね、政策会議があって、その政策会議の議事録

が情報公開したら出てくると、私はそう思いましたよ。ところが、どれだけ、こ

んなにたくさんの資料がありましたけど、どれだけ探してもそれはない。あなた

がそうやって言うけども、だったら、議会とも協議があったでしょう、相談があ

ったでしょう。議会にも全くない。これは、３月になって、あなたの所信表明か

ら、その前に全協で一部、須賀利でこんな報告会しましたという報告はありまし
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たけどね。そういうことで、３月、去年の３月ですよ。ことしかな。ことしやな。 

議長（中垣克朗議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） まず、この問題は、地元の須賀利の話でありますので、須賀利

に話をさせていただいて、須賀利の地区の方が住民投票で決めようという話をし

ていただき、それで住民投票で須賀利地区の考えを決めていただいた。それで、

通常の、執行権の話でありますので、執行権の範囲で進める、もし真井議員が議

決が必要やということであれば、そのような指摘をされたかというと、それはさ

れていない。議決は必要と言いますけども、その理由を明示してください。そし

て、もしそれが違うのなら、９６条の２項でしたか、要するに議決案件とするこ

ともできるわけですよ。そのことも真井議員はしていないんですよね。そして、

その中で、信託という話が出てました。公益信託という話も出てきましたが、こ

の件については、ちょっと副市長の説明を聞いてください。 

議長（中垣克朗議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） 公益信託という制度がございます。大きくは信託制度の中の

一部が公益信託なんですけども、そもそも尾鷲市が信託を委託して、国がそれを

受託したならば、信託という概念も成り立ちますけども、そもそも市は信託して

ないですし、国は受託してませんので、信託そのものが成り立ってないんです。

したがって、信託そのものが成り立ってない以上、公益信託も成り立っておりま

せん。 

議長（中垣克朗議員） 真井議員。 

１６番（真井紀夫議員） あなた方はそういう詭弁を言ったらあかんと思いますよ。

というのは、学術のために、文化庁へ申請しとるんでしょう。それがちゃんと書

いてありますよ、それは公益信託に当たると。そしたら、せんでもええ、信託じ

ゃないという、そういう文言はどこにありますか。それはよろしいです、もう時

間がないですからね。ただ、市長は、須賀利に説明したからいいんだと言いまし

たね、大半が尾鷲市の市有林であり、土地であり、そしてそれは市民の財産なん

です。一番の大きな地主が尾鷲市なんです。市民の財産なんです。そこのところ

をあなたはカットして、そしてこちら側の一部の地権者、須賀利区、そこのとこ

ろをあなた方は尾鷲市民をばかにしとらへんですか。尾鷲市議会をばかにしとら

へんですか。 

 そういうことで、私は教育委員会の姿勢も、私は教育者にあるまじき姿勢じゃ

ないと、こう思います。 
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 何か意見があったら申してください。教育長に求めます。 

議長（中垣克朗議員） 教育長。 

教育長（畑中伸稔君） 須賀利の、今、先ほど市長が申しましたように、須賀利の方

にまず同意をいただいて、それから市民の方々に同意をいただくという方向をと

りました。ですから、須賀利の方だけが同意をしたと、それで進んだというわけ

でございません。まず、地元の方にご理解をいただいて、それから市民の方にご

理解をいただくという方向性をとりました。 

 以上です。 

議長（中垣克朗議員） 時間は超過しております。 

 以上で、一般質問は打ち切りいたします。ご苦労さんでございました。 

 あす１３日火曜日午前１０時より続行いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ３時０３分〕 


